
� ࡦํ͚ͨʹਪਐݱੜࣾձͷ࣮ڞ
我が国の人口構造は、2040年に高齢者人口がピークを迎えるとともに、生産年齢人口の減少が予測されており、

産業や地域を支える「人」の重要性が増す中では、年齢、性別、障害の有無、国籍等に関わらず、誰もが自らの能
力を発揮し社会をみんなで支えていくことが必要である。

また、総人口の減少に伴う現代社会が抱える様々な問題に対し、「Society5.0」に代表されるICTが持つ可能性
を活用し、地域の特性に応じた新しい社会インフラやサービス等の解決策を講じることで持続可能な社会の実現が
可能となる。

しかしながら、上記のような「Society5.0」時代の恩恵は、ICT利活用の社会実装によって可能となることか
ら、年齢、障害の有無、性別、国籍等に関わらず、デジタル活用の利便性を享受し又は担い手となることで、誰も
が多様な価値観やライフスタイルを持ちながら豊かな人生を送ることができる「デジタル活用共生社会」の実現を
目指すべきである。

このような状況を踏まえ、総務省では厚生労働省と共に、ICTを利活用し、年齢、性別、障害の有無、国籍等
に関わりなく、誰もが多様な価値観やライフスタイルを持ちつつ豊かな人生を享受できる共生社会の実現推進に向
けた方策や、ICT活用社会の意識改革・普及啓発策のあり方について、広く関係者の意見を聞き、今後の政策に
反映することを目的として、2018年（平成30年）11月から「デジタル活用共生社会実現会議＊1」を開催した（ਤ
ද�������）。

本会議では、「デジタル活用共生社会」の実現に向け、「高齢者」、「障害者」、「育児・介護等世代」及び「多文化
共生」について課題を整理した上で、これらの課題に対するICT利活用施策について検討が行われ、2019年（平
成31年）3月に報告書がとりまとめられた。

報告書では、高齢者等がスマホの操作等について身近な場所で身近な人に気軽に相談できる「デジタル活用支援
員」の整備、障害者や育児・介護等世代のICTスキル習得による活躍のきっかけ作りにつながる地域でプログラ
ミング等のICTスキルを学び合う「地域ICTクラブ」の活用やその全国展開、障害当事者参加型のICT機器・
サービスの開発体制の整備に向けた情報共有プラットフォームの構築、障害者の情報アクセシビリティ確保を促進
するための企業によるアクセシビリティ基準の自己評価の仕組みの導入等について提言されている。
ਤද������� ʮσδλϧ׆用共ੜࣾձ࣮ݱձٞʯのݕ౼体੍に͍ͭͯ

ʮσδλϧ׆用共ੜࣾձ࣮ݱձٞʯ
ʲᅳॏ૯େਉ、৽୩ްੜ࿑ಇେਉの共࠻ʳ

ʪ*C5地域ίϛϡχテΟ෦ձʫ

①*C5を׆用͠୭が๛͔ͳਓੜをڗडで͖る共ੜࣾձの࣮ݱਪਐに͚たํࡦのݕ౼
　ʢো害ऀऀྸߴがඞཁͳ情報にΞクηスで͖ͳ͍͜とのղফɺA*とσʔλをֻ͚߹Θͤɺ個ʑのϢʔβʔχʔζ
に߹க͠た*C5の࣮ݱʣ
②*C5׆用ࣾձのҙࣝվֵɺීࡦൃܒٴのݕ౼

①σδλϧ׆用ࢧԉһʢԾশʣのΈのݕ౼
　ʢ੍の͋Γํɺਓࡐɺීٴల։ࡦʣ
②地域*C5クϥϒのීٴɾ׆用ํࡦのݕ౼
　ʢ全ࠃల։ɺࠃຽのҙࣝৢɺ地域ίϛϡχテΟの͋Γ
ํʣ
③உঁ共ಉࢀ画の࣮ݱɾଟจԽ共ੜに͚た*C5
౼ݕٕज़։ൃのࡦԉࢧ用׆　

ʪ*C5ΞクηシϏリテΟ֬อ෦ձʫ

ిリϨʔαʔϏスにる
ϫʔΩンάάϧʔϓ

①ৗੜ׆にࢿする*P5ɾA*を׆用͠たઌٕज़
の։ൃɾ࣮ূのݕ౼

　ʢো害ࢀऀࣄՃܕ*C5ɾαʔϏス։ൃのΈʣ
②情報ΞクηシϏリテΟの֬อのためのڥඋ
ʢࣾձのҙࣝվֵɺ୲อする੍の͋Γํʣ

౼ݕํެ共ஂମ͔ΒなΔίンιーシアムのઃஔʹ͍ͭͯ、ؔػڀݚ、ো害ऀஂମ、ऀۀࣄ˞

＊1	 σジλϧ活用ڞੜࣾձ࣮ݱձٞ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkZu/Eigital_utili[ation/inEeY.html
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� ҭɾҩྍͷʹ͓͚Δ*$5Խͷਪਐڭ

�ͷਪਐ༺׆ҭʹ͓͚Δ*$5རڭ
総務省は、教育分野におけるICT利活用を更に推進するため、文部科学省と連携し、2014年度（平成26年度）

から2016年度（28年度）まで「先導的教育システム実証事業」を実施した。具体的には、クラウド技術を活用
することにより、児童生徒や教員等が多種多様なデジタル教材・ツールを、いつでも、どこでも利用し、かつ低コ
ストで導入、運用可能な「教育クラウド・プラットフォーム」の実証に取り組み、実証成果である「教育クラウ
ド・プラットフォーム」の参考仕様や教育現場におけるクラウド活用の先進事例について、全国の教育委員会等に
対して普及・展開している。

さらに、2017年度（平成29年度）からは、文部科学省と連携し、「スマートスクール・プラットフォーム実証
事業」を実施している。具体的には、クラウド化を推進し、教職員が利用する「校務系システム」と、児童生徒も
利用する「授業・学習系システム」におけるデータを活用した、教員の業務効率化、アダプティブな学習指導、生
徒指導等を可能とするべく、両システムの安全かつ効果的・効率的な情報連携方法等について実証を行っている。
実証結果を踏まえ、「スマートスクール・プラットフォーム」として2019年度（令和元年度）末までに標準化し、
全国の学校に普及させることを目指す（ਤද�������）。

ҩྍɾհޢɾ݈߁ʹ͓͚Δ*$5ར׆༻ͷਪਐ�
Ξɹҩྍɾհޢɾ݈߁ͷωοτϫʔΫԽਪਐ

医療機関や介護施設に存在するデータは、個別の施設内で利用するために集められているものが多い。医療・介
護・健康分野のネットワーク化を推進することで、地域の医療機関や介護施設間での効果的な情報共有や、地域を
超えたデータ活用による患者等への適切な医療・介護サービスの提供を可能とし、国民一人ひとりを中心とした
データの統合による個々人に最適な健康管理・診療・介護を実現することが求められている。総務省では、2017
年度（平成29年度）に、クラウド化・双方向化等による地域のEHR（Electronic Health Record）の高度化や
EHR間の相互接続の際のセキュリティや運用ルールの検討を、2018年度（平成30年度）に、医療・介護・健康
分野のネットワークを活用したサービスに係る実証事業を実施した。2019年度（令和元年度）も引き続き、レセ
プトデータを活用した診療支援モデルの構築等、医療・介護・健康分野のネットワークを活用したサービスに係る
実証事業に取り組んでいく（ਤද�������）。

ਤද������� スϚʔτスクʔϧɾϓϥッτϑΥʔム࣮ূۀࣄ

のシステムࡏݱ スϚʔτスクʔϧ
तۀɾֶशܥシステム

連ܞͳ͠

तۀɾֶशܥシステム

システムܥߍ システムܥߍ

σジλϧࡐڭのֶशه、ֶश
成Ռ、ڭҭSNSのϩάɹ

成、तۀ計画、ੜెࢦಋ、ग़ܽ、
อ݈情報ɹ

ʴ個ʑʹ࠷దなֶशのリίメンυ、
Խɹੑ׆ಇֶशのڠ

ʴֶशσーλʹڃֶͮ͘جɾֶ ܦߍ
Ӧのվળ、ࣄෛ୲のܰݮɹ

҆શ͔ͭޮՌతɾ
ޮతな情報連携
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また、2018年度（平成30年度）診療報酬改定におけるオンライン診療料の新設等によりオンライン診療の普
及が見込まれる中、総務省では、2018年度（平成30年度）、安全かつ効果的なオンライン診療実施モデルの構築
に向けた実証事業を実施した。2019年度（令和元年度）も、医師対医師（DtoD）の分野を含め、引き続き、遠
隔医療モデルの構築に資する実証事業等に取り組んでいく。

さらに、総務省では、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）による研究事業として、2016年度
（平成28年度）より3年間、ライフステージに応じたPHR（Personal Health Record）サービスモデルの開発及
び本人に関する多種多様な情報の統合的な利活用を可能とする基盤的技術の確立を目的とした「パーソナル・ヘル
ス・レコード（PHR）利活用研究事業」を実施した。今後、当該研究事業の成果も踏まえて、PHRサービスの普
及展開に向けた取組を進める予定である（ਤද�������）。

ਤද������� ҩྍに͓͚るωッτϫʔクԽのਪਐ

ҩྍ連ܞωッτϫʔク
ʢ&)3ʣ

ਤද������� 1)3Ϟσϧߏஙۀࣄ

ҩྍؔػɾ&)3

1)3σʔλ
連ܞαʔό

͔͔Γ͚ͭ
連携खா
アϓリ

体࣏ࣗ

อऀݥ
ʢ݈อɾࠃอʣ

ʲΞϓリを௨ͯ͡個ਓのҩྍɾ݈߁情報をྻܥ࣌でऩूɾ׆用ʳ
ʲࣗΒのϥΠϑステʔδに応ͯ͡Ξϓリをऔಘʳ

ɾɾɾ

ຊਓ

հޢ༧
アϓリ

ࢠखா
アϓリ

݈ߍֶ
アϓリ

管理߁݈
アϓリ

ੜ׆श׳ප
खாアϓリ

ຊਓಉҙのと
σʔλऩू
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Πɹҩྍɾհޢɾ݈߁ʹ͓͚Δઌಋత*$5རڀݚ༺׆ਪਐʢใྲྀ௨ߴԽਪਐࣨʣ
8K等の高精細映像技術は、映像を高い臨場感と実物感とともに伝えることができるため、医療分野において活

用することにより、様々な領域で革新的な医療サービスが実現する可能性を有している。総務省は「8K技術の応
用による医療のインテリジェント化に関する検討会＊2」を開催し、8K技術の医療応用を現実に進めていく上での
可能性や課題について具体的に検討を行い、2016年（平成28年）7月に報告書がとりまとめられた。報告書では、
8K技術の具体的な活用シーンとして、内視鏡（硬性鏡）、顕微鏡を用いた手術・ライフサイエンス、病理診断を挙
げているほか、医学教育や診断支援への高精細映像データの活用可能性についても言及している。

報告書を踏まえ、総務省は、AMEDによる研究事業として、2016年（平成28年）度より3年間、8K技術を活
かした内視鏡（硬性鏡）システムの開発を行った。また、2017年度（平成29年度）より3年間、高精細映像を学
習させた人工知能（AI）を活用した診断支援システムの開発を実施している。これにより高度な医療の実現を目
指している。

また、2017年度（平成29年度）より3年間、自治体に蓄積されている健診・レセプトデータ、事例データ及び
エビデンスデータ等を収集し、AIによる解析を行うことで、地域及び個人が抱える課題に応じ、適切な保健指導
施策の提案を行う「AIを活用した保健指導システム研究推進事業」を実施している（ਤද�������）。

ςϨϫークͷਪਐ�
テレワークは、ICTを利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方である。子育て世代やシニア世代、

障害のある方も含め、国民一人一人のライフステージや生活スタイルに合った柔軟な働き方を実現するものであ
り、「働き方改革」の切り札ともいえるものである。また地方にいながら都市部の仕事もでき地域活性化にも寄与
するものである。総務省では、テレワーク導入の課題に対応する形で様々な施策を展開している（ਤද�������）。

ਤද������� ҩྍɾհޢɾ݈߁に͓͚るઌಋత*C5ར׆用ڀݚਪਐ

 

 A*

ҟ
ৗ
ݕ
ग़

˔�,ڸࢹシステムߏங ˔A*อ݈ࢦಋࢧԉシステムߏங

݈ɾϨセϓト
σーλ

ઌਐྫࣄ
σーλ

用͠た׆ਫ਼細ө૾σʔλをߴ˔
　A*அࢧԉシステムߏங

ମ৬һɾ࣏ࣗ
อ݈ࢣ

ޮՌత
อ݈ࢦಋ

A*がػցֶश

ਖ਼
ৗ
ը
૾

＊2	 �,ٕज़のԠ用にΑるҩྍのΠϯテϦジェϯト化に関するݕ౼ձ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkZu/�ktech/inEeY.html
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まず、導入の課題として「テレワークに適した課題がない」等があるが、テレワークは特別なものではないとい
う意識の変革や、先進事例の参照等で課題を解決できるよう、また、このような働き方を全国的に普及展開する周
知広報施策として、「総務省　働き方改革セミナー　－『働く、が変わる』テレワーク－」と題して、企業等を対
象としたセミナーを開催している。2018年度（平成30年度）には、全国10か所で各道県と共催で開催した。プ
ログラムは、テレワークの最新動向、労務管理上の留意点、情報セキュリティ上の留意点のほか、テレワーク導入
企業の事例紹介などから構成されている。

また、テレワーク導入のICT面での課題としてあげられる、企業等がテレワークを実施する際の情報セキュリ
ティ上の不安を払拭し、安心してテレワークを導入・活用する手引きとなる指針として、「テレワークセキュリ
ティガイドライン」を策定・公表している。2017年度（平成29年度）には、最近の社会や技術の変化（クラウ
ドサービスやSNSの普及等）、新たなセキュリティ上の脅威（無線LANの脆弱性、ランサムウェアや標的型攻撃
の登場等）などを踏まえ、本ガイドラインの改定を行い、「テレワークセキュリティガイドライン第4版」として
周知を行っている。

さらに、テレワークをこれから導入しようとする企業等に対して、「テレワークマネージャー」として専門家を
派遣し、テレワークシステム、情報セキュリティ等、主にICT面でテレワークの導入に関するアドバイスを実施
している。2018年度（平成30年度）には計117回の派遣を実施した。併せて、自社内及び他社にテレワークの
導入支援ができる専門人材を育成し、テレワークの裾野拡大を図るため、2018年度（平成30年度）には専門的
知見を集めたテキストブック更新・公開を行い、講習会を東京で3回、大阪で1回開催した。

企業等にとってテレワーク導入のインセンティブとなるよう、総務省は、2015年度（平成27年度）から、テ
レワークの導入・活用を進めている企業・団体を「テレワーク先駆者」とし、その中から十分な実績を持つ企業等
を「テレワーク先駆者百選」として公表している。また、2016年度（平成28年度）には「テレワーク先駆者百
選　総務大臣賞」を創設し、「テレワーク先駆者百選」の中から特に優れた取組を表彰している（ਤද�������）。
2018年度（平成30年度）の総務大臣賞は初めて中小企業が2社受賞しており、今後中小企業への裾野拡大も期待
される。

ਤද������� テϨϫʔクਪਐࡦࢪの֓ཁ

ްੜ࿑ಇলɹϞσϧबنۀଇ（)�� 策ఆ）

ްੜ࿑ಇলɹ情報௨৴ٕज़をར༻͠たۀࣄ֎ۈのదなಋೖٴͼ
��(）のためのΨΠυϥΠンࢪ࣮  � ݄策ఆ）

ʢ࿑管理のదਖ਼Խʣ

ʢηΩϡリテΟの֬อʣ

地域 *P5 ࣮ਪਐۀࣄʢཁ݅ B� テϨϫʔクʣ（R� ʙ）

テϨϫʔク݄ؒ（�� ݄）

テϨϫʔクɾσΠζ ����（� ݄ʙ � ݄）

テϨϫʔクઌऀۦඦબٴͼ૯େਉ表জ（)�� ʙ）

テϨϫʔクϚωʔδϟʔݣ（)�� ʙ）
ʢઌྫࣄߦのऩूɾؾӡのৢʣ

対応ࡦࢪ

ਓࣄධՁ͕難͘͠対ऀ͕ݶఆさΕΔ

దな࿑管理͕ࠔ難
࿑管理໘の՝

情報࿙Ӯ（セΩϡリテΟ）͕৺
*C5ʢٕज़ʣ໘の՝

ํ部Ͱಋೖ͕͍
地域ؒ֨ࠩの՝

٬֎部対Ԡʹ支ো͕͋Δސ

ࣾίϛϡχέーシϣンʹෆ͕҆͋Δ

テϨϫーΫʹద͠た͕ࣄな͍
จԽ໘の՝

テϨϫʔクಋೖの՝

ྩ
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テレワークは、働き方改革の切り札として期待されているとともに、都心部の交通混雑緩和にも寄与するものと
して積極的導入が求められている。そこで、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、内閣官房及び内閣府
は、東京都及び関係団体と連携し、2020年（令和2年）までの毎年、東京オリンピックの開会式が予定されてい
る7月24日を「テレワーク・デイ」と位置付け、大会期間中のテレワーク活用による交通混雑緩和と全国的なテ
レワークの定着を目的とし、企業等による全国一斉のテレワーク実施を呼びかけている（ਤද�������）。

第2回目となった2018年（平成30年）には7月23日から27日の期間中に、7月24日プラスその他の日の合
計2日間以上テレワークを実施する「テレワーク・デイズ」として規模を拡大し、参加を呼びかけたところ、
1,682団体、延べ30万人以上が参加した。

3年目となる2019年度（令和元年度）は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会前の本番テスト
として、7月22日（月）から9月6日（金）の約1ヶ月間を実施期間とする「テレワーク・デイズ2019」として、
更に規模を拡大して実施する。

ਤද������� テϨϫʔクઌऀۦඦબٴͼ૯େਉ表জの֓ཁ

૯
େਉ

テϨϫーク
ઌۦ者ඦબ

テϨϫークઌۦ者

ಛに༏れたऔ組であΔ

ेなར用実があΔ

テϨϫークにΑΔۈ੍がͬͯいΔۀا
テϨϫークがबنۀଇのຊଇもし͘ݸผのنఔにఆめΒれ、実ࡍにͯͬߦいΔ

ඦબҎ্にϩΰを༩

・テϨϫークのಋೖ・活用をਐめͯいΔۀا・ஂମをʮςϨϫーΫઌऀۦʯͱしͯ、͞Βにेなར用実が認め
ΒれΔ߹にʮςϨϫーΫઌऀۦඦબʯͱしͯબఆ・ެද。
・ʮテϨϫークઌۦ者ඦબʯの͏ͪ、ಛに༏れたऔ組に૯େਉをत༩。ʢテϨϫークਪਐۀاް生࿑ಇେਉද
জʢً͘テϨϫークʣͱ߹ಉのදজࣜを実ࢪ。ʣ

ʪฏ成��૯େਉʫ
向༸ిػʢגʣ、ຊϢχγスʢגʣ、フジॅʢגʣ、ࡾҪॅ༑ւ্Րࡂอݥʢגʣ、ʢגʣ803,�S.*-&�-"B0

ʪߟࢀɿաڈの૯େਉʫ
ฏ成��ɿʢגʣ/TTドίϞ、ʢגʣԭϫークウΣル、େಉ生໋อݥʢגʣ、ຊϚイクϩソフトʢגʣ、ωットϫンγステϜζʢגʣ
ฏ成��ɿサイϘウζʢגʣ、ʢגʣϒイキϡーϒ、໌ా࣏҆生໋อݥ૬ޓձࣾ、Ϡフーʢגʣ

Ӧ໘での成果、*$Tのར活用、ํ生のऔ組を૯߹తにஅܦ

ରैۀһがਖ਼ࣾһの��ˋҎ ʢ্খنۀࣄ者※��ˋҎ্ʣ、
ରैۀһの���Ҏ্ຢ���ਓҎ্が実ࢪ、実ࢪ者શମの
ฏۉ実ࢪが݄ฏۉ�Ҏ্

աڈのʮテϨϫークઌۦ者ඦબʯબఆۀا・ஂମɿฏ成����ஂମ/ฏ成����ஂମ/ฏ成����ஂମ/�ฏ成����ஂମ
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2018年（平成30年）のテレワーク・デイズ期間中は、東京23区への通勤者が延べ41万人減少し、エリア別で
の通勤者減少量は、丸ノ内、豊洲、品川の順となった（ਤද�������）。また、東京メトロ豊洲駅では、朝の通勤
ピーク時間帯（8時台）の通勤量が1年前と比べて7.7％の減少となったほか、オフィス費用削減の観点からは事
務用紙等の使用量が約14%減少、残業時間が約45%減少するなど、交通混雑の緩和や業務効率化に大きな効果が
見られた。

ਤද������� ʮテϨϫʔクɾσΠζʯの֓ཁ

ʪഎܠʫ
����౦ژΦリンϐοΫɾύϥリンϐοΫٕڝେձͰ、ࠃ֎͔Β٬ޫ؍͕ू·Γ、ަ௨ࠞ
ɻࡳճ避のΓࡶ༧さΕΔɻテϨϫーΫ͕ࠞࡶ
˞ϩンυンେձでɺۀاの�ׂがテϨϫʔクٳՋऔಘͳͲの対応を͍ߦɺࢢのࠞࡶをղফ

����、౦ژΦリンϐック։ձࣜがߦΘΕる�݄��をʮテϨϫʔクɾσΠʯとઃఆɻ����
·Ͱのຖ、ۀاʹΑΔશࠃҰ੪のテϨϫーΫを࣮ࢪɻ

ᶃେձظ間தのテϨϫーΫ׆༻ʹΑΓ、ަ௨ࠞࡶを؇
ɹ̡ ����େձݟ࣌௨͠ʳమಓɿ٬؍ར༻とಓ࿏͔ΒのసʹΑΓ、ར༻ऀ͕�ׂ૿Ճ
ɹ̡ T%Mのඪʳమಓɿࡏݱとಉ程のαーϏスϨϕϧを͢ࢦɹT%MʜTranTQortation %eNand ManageNent
ᶄۀا͕テϨϫーΫʹऔΓΉػձをग़
　全ࠃతにʮテϨϫʔクʯと͍͏ಇ͖ํがఆண
౦ژ����େձを͖͔͚ͬʹ、本ࣾձʹಇ͖ํվֵのఆணをʂ

ʪテϨϫʔクɾσΠʫ

ʪظޮՌʫ

ʪ-FHBDZʫ

 ւ ಓ ͔ Β ԭ ೄ · Ͱ、
情報௨৴の΄͔、、
อݥなど෯ۀ͍छの
Ճɻࢀମ͕࣏ࣗ、ۀا

ୈ�ճ�����

ୈ�ճ�����ʴ�Ҏ্
ʢ��ʙ ��のؒʣ

テϨϫʔクɾσΠζ����
˔���� ʙ ���のؒで�Ҏ্࣮ࢪをݺͼ͔͚
˔����ஂ体ɺ��ສਓҎ্のࢀՃをඪ

ʲࢀՃʳ���ஂ体ɺ���ສਓ　����ஂ体ɺ����ສਓ

ʦओ࠵ʧ૯ল、ްੜ࿑ಇল、ۀ࢈ࡁܦল、ࠃަ௨ল、
、ֳֳ

ʦ共࠵ʧ౦ژ、Ұൠࣾஂ๏ਓ本ஂࡁܦମ連߹ձ、本
工ձٞ所、౦ژ工ձٞ所、Ұൠࣾஂ๏ਓ本テϨ
ϫーΫڠձ

ਤද������� テϨϫʔクɾσΠζのओͳޮՌʢަ௨ࠞࡶの؇ʣ

˓テϨϫーク・デイζؒظ����த、��۠の通ۈ者がԆ��ສਓݮগ。

˓���Nϝッγϡエリアでの通ۈ者ݮগྔトッϓ�のエリア、
ɹ�Ґɹؙの����ਓʢʵ����ˋʣɹ�Ґɹ๛ऱ����ਓʢʵ����ˋʣ
ɹ�Ґɹ川����ਓʢʵ���ˋʣ
˓ूதతなテϨϫークの実ࢪにΑり、ަ௨ࠞࡶの؇にد༩
˓टݍをத৺に、શࠃのۀاɾஂମで実ࢪ

に۠��ژதにおけΔ౦ؒظͼٴ֎ؒظଳి話ར用者のҐஔใのϞバイルϏッάデータੳにΑり、テϨϫーク・デイζܞˎ
。者をൺֱۈがあΔ通ۈ

˙௨ऀۈがݮগͨ͠���̼ϝογϡΤϦΞ�τοϓ��

ग़యɿ,%%I̫ ίϩϓϥʮLoDation TrendTʯ

౦ژ

ւಓ

ਆಸݝ

େࡕ

Ѫݝ

ݝ

ੴݝ

ݝٶ

ԭೄݝ

���

ಛ別ஂྗڠମ
ମஂࢪ࣮
Ԡ援ஂମ

˞୯Ґɿࣾɾஂମ
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テレワークの普及促進に向けて、政府のみならず産学官
一体となった取組も進めている。テレワーク推進フォーラ
ム（総務省、厚生労働省、経済産業省及び国土交通省の呼
びかけにより2005年（平成17年）11月に設立された産
学官のテレワーク推進団体）では、2015年（平成27年）
から11月を「テレワーク月間」として、テレワークの普
及促進に向けた広報等を集中的に実施している。

2018年度（平成30年度）のテレワーク月間において
は、周知ポスター（ਤද�������）やPR動画を作成し、
公共交通機関やイベント会場等でPR活動を行った。

テレワーク月間サイトに登録された活動数は1,506件と
なり、2017年度（平成29年度）（821件）から約1.8倍増
加した。

テレワーク月間中に政府としても、セミナーやイベント
等を集中的に開催するとともに、月間サイトに登録した各
企業においても、セミナー・イベントや社内でのテレワー
ク実施を呼びかける等、テレワーク月間を契機に社内外で
の普及啓発活動を行った。
「ふるさとテレワーク」とは、地方のサテライトオフィ

ス等においてテレワークにより都市部の仕事を行う働き方
のことである。ふるさとテレワークの推進により、都市部
から地方への人や仕事の流れを創出し、地方創生の実現に
貢献するとともに、地方における時間や場所を有効に活用
できる柔軟な働き方を促進し、働き方改革の実現にも貢献するものである（ਤද��������）。
ਤද�������� ʮ;る͞とテϨϫʔクʯの֓ཁ

;る͞とテϨϫʔクと

Ҡసࡐɾਓۀا

αテϥΠトΦϑΟス

αテϥΠトΦϑΟス

৯、ޫ؍Ҡసࡐɾਓۀا
ۀىݩ

ݩফඅ
ޢҭͯ、հࢠ

ࣾձࢀՃ

ࢢ部のۀا
（ਓ、ࣄ）

ਤද������� テϨϫʔク݄ؒのपϙスλʔ
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総務省では、2015年度（平成27年度）に地域の実情や企業ニーズに応じたふるさとテレワークのモデルを実
証し、2016年度（平成28年度）から2018年度（平成30年度）まで、地方自治体や民間企業等に対し、テレワー
ク環境を整備するための費用の一部（例：ICT機器購入費用）を補助する事業を行ってきた＊3（ਤද��������）。

テレワークの普及促進に関するこれまでの取組が、各企業の導入を支援する「点」やふるさとテレワークの推進
という都市部と地方を結ぶ「線」が中心であり、今後は「面」としてのテレワーク導入支援が必要であるという観
点から、2018年度（平成30年度）には、「まちごとテレワーク」調査事業を実施した。全国で12か所の「まち」

（市町村、商工会議所等の地域の経済団体等）を公募により選定し、「まち」ごとのテレワーク導入に関する現状や
課題の分析、有効な方策（例：地域推進協議会、周知広報イベント等の開催、コワーキングスペースの設置、企業
の施設等の第三者開放による活用）の検討等を行うことにより、「まち」のテレワーク推進計画の策定等を後押し
した（ਤද��������）。

ਤද�������� ʮ;る͞とテϨϫʔクʯ࣮ূٴۀࣄͼิॿۀࣄの࣮ࢪ地域

Ҭ࣮証ۀࣄ（)��）の࣮ࢪҬ（�� ϲ所）

ิॿۀࣄ（)��）の࣮ࢪҬ（�� ϲ所）

ิॿۀࣄ（)��）の࣮ࢪҬ（�� ϲ所）

ิॿۀࣄ（)��）の࣮ࢪҬ（� ϲ所）
ʤ計�� ϲ所ʥ

ʲւಓʳ
ɹɾࣼ�ࢢݟཬொ
ɹɾ別ւொ

ʲւಓʳ
ɹɾপொ

ʲ੨ݝʳ
ɹɾ੨߂�ࢢલࢢ ʲؠखݝʳ

ɹɾԕࢢ

ʲؠखݝʳ
ɹɾେધࢢ

ʲٶݝʳ
ɹɾؾઋপࢢ ʲౡݝʳ

ɹɾձएদࢢ

ʲౡݝʳ
ɹɾాଜࢢ ʲ܈അݝʳ

ɹɾଠాࢢʲಢݝʳ
ɹɾӉࢢٶ

ʲಢݝʳ
ɹɾಢࢢʲઍ༿ݝʳ

ɹɾѴࢢ
ʲݝʳ
ɹɾԘ৲ࢢ�ݟ࢜ொ�Ԧୌଜ
ɹɾদ本ࢢ

ʲݝʳ
ɹɾদ本ࢢ�Ԙ৲ࢢ

ʲઍ༿ݝʳ
ɹɾউӜࢢ

ʲࢁསݝʳ
ɹɾߕࢢ

ʲݝʳ
ɹɾۨϲࠜࢢ

ʲݝʳ
ɹɾીொ

ʲذෞݝʳ
ɹɾࢢ্܊

ʲѪݝʳ
ɹɾ๛ాࢢ

ʲಸྑݝʳ
ɹɾ౦٢ଜ

ʲՎݝࢁʳ
ɹɾനொ

ʲՎݝࢁʳ
ɹɾനொ

ʲಙౡݝʳ
ɹɾ໐ࢢ

ʲಙౡݝʳ
ɹɾಹլொ

ʲԬݝࢁʳ
ɹɾෑࢢʲߴݝʳ

ɹɾࠤொʲٶ㟒ݝʳ
ɹɾ༿ଜ

ʲ۽本ݝʳ
ɹɾఱࢢ

ʲԭೄݝʳ
ɹɾொ

ʲԭೄݝʳ
ɹɾݹٶౡࢢ

ʲ۽本ݝʳ
ɹɾ۽本ࢢ

ʲ࡚ݝʳ
ɹɾೆౡࢢݪ

ʲࠤլݝʳ
ɹɾௗࢢ

ʲ࡚ݝʳ
ɹɾұࢢذ

ʲԬݝʳ
ɹɾࢳౡࢢ

ʲԬݝʳ
ɹɾࢳౡࢢ ʲԬݝʳ

ɹɾాࢢ

ʲౡࠜݝʳ
ɹɾ本ொ

ʲฌݝݿʳ
ɹɾ୮ࢢ

ʲژʳ
ɹɾೆ୮ࢢ

ʲژʳ
ɹɾژ୮ࢢޙ

ʲಸྑݝʳ
ɹɾڷࡾொ

ʲҪݝʳ
ɹɾҪࢢ

ʲݝࢁʳ
ɹɾߴԬࢢ

ʲ৽ׁݝʳ
ɹɾ্ӽࢢ

ʲݝʳ
ɹɾനഅଜ

ʲݝʳ
ɹɾཱՊொ

ʲ܈അݝʳ
ɹɾࢢ࡚ߴ

ʲ܈അݝʳ
ɹɾΈな͔Έொ

ʲݝܗࢁʳ
ɹɾߴിொ

ʲւಓʳ
ɹɾඒӖࢢ
ɹɾχセίொ

ਤද�������� ʮ·ͪ͝とテϨϫʔクʯௐࠪۀࣄの࣮ࢪ地域
બఆ��݅ʗఏҊ��݅ɹ（)�������ެද）

/P 地域ࢪ࣮ 応ืऀ
� ւಓݟؠࢢ ࢢݟؠ
� ࢢ୩ݝٶ ୩ࢢ
� Ἒݝक୩ࢢ Ұൠࣾஂ๏ਓࢠҭͯωοトϫーΫ··Γ
� ࢢڮલݝഅ܈ લࢢڮ
� ਆಸݝԣਢլࢢ ԣਢլࢢ
� ܰݝҪொ ܰҪリκートテϨϫーΫڠձ
� ҪݝӬฏࣉொ Ӭฏࣉொ
� ੩Ԭݝ੩Ԭࢢ ੩Ԭࢢ
� Վݝࢁ Վݝࢁ
�� ಙౡݝ ಛఆඇӦར׆ಈ๏ਓνϧυリンಙౡ
�� Ԭཹٱݝถࢢ ࢢถཹٱ
�� େݝதࢢ Ωϟリアシϑトࣜגձࣾ

＊3	 ;る͞とテϨϫʔクϙʔλϧαΠト　https://telework.soumu.go.jp/
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総務省では、2019年度（令和元年度）より、地域課題解決に資するテレワーク環境のためのサテライトオフィ
ス整備等への補助を、「地域IoT実装総合支援施策」の中で実施する（ਤද��������）。

� ใ௨৴ج൫Λ׆༻ͨ͠Ҭৼڵ

*$5Λ׆༻ͨ֗ͮ͘͠Γ�
2012年度（平成24年度）から開始したICT街づくり関連事業を通じ、地方の課題解決に資する単機能型の

ICT街づくり及び成功モデルの横展開は一定の成果を得つつあるところであり、引き続き普及展開に取り組んで
いる。

一方、先進国に共通する課題として人口増を要因とする経済成長は終焉しつつあり、またグローバルな経済連携
がさらに強化されることにより、都市は国際的な競争の時代を迎えている。こうした状況の中、新たな活力を発揮
するためには、多様な課題を抱える都市における一人あたりの生産性や生活の質（QoL：Quality of Life）を高
めることが必要である。一人あたりの生産性の向上は人口減少への対応として有効であり、QoLを高めることは
街から人口の流出を防ぎ活力を維持・創出することに寄与する。そのためのツールとしてICTを活用することが
有効である。また、昨今の技術進歩でIoT（Internet of Things）やビッグデータの活用により様々な課題解決が
可能となりつつあり、このような新しい技術等を活用し生産性やQoL向上を目指し、都市機能の高度化を目指す
都市（スマートシティ）が求められている。

そこで、総務省では、2017年度（平成29年度）から大企業やベンチャー企業など多様な主体が参画できるよ
うなオープンなデータ連携基盤を構築し、近隣自治体等へ横展開し波及効果の最大化を図る「データ利活用型ス
マートシティ」を推進することによって、都市が抱える多様な課題を解決することを目的とした「ICTスマート
シティ整備推進事業」を実施している（ਤද�������）。

ਤද�������� ྩݩ　地域*P5࣮ਪਐۀࣄʢཁ݅B�テϨϫʔクʣ

ඞਢ߲ࣄ

Ճ߲ࣄ

地ํࡒાஔ͋Γ（ํ࠴ɿաૄ࠴ɾچ߹ซಛྫ࠴ɾҰൠิॿࢪઃඋ࠴ۀࣄ、
ಛ別ަ੫（ඇదܦ࠴අʹݶΔ））を͡ߨΔ

ཁྖʢҰ෦ൈਮʣࢪ࣮（ྫ）ௐୡのύλーンۚࢿ
A

B

C

˔地域*P5࣮ਪਐۀࣄにͯެืするۀࣄ
ʻཁ̖݅ʼ ۀ、ҩྍɾհޢɾ݈ࢠ、߁ҭͯ、災の
 別Ϟσϧのԣల։ۀࣄ
ʻཁ̗݅ʼ�ಇ͖ํʢテϨϫʔクʣの別Ϟσϧのԣల։ۀࣄ
� ʢڌඋʣ

スΩʔムۀࣄ˔

ஙを行͏͜とɻߏମとの連携ମ੍のஂؔ、͠ࡍʹࢪの࣮ۀࣄ
˞ίンιʔシΞムの·でٻめるのでͳ͍ɻ

ҬIoT࣮ਪਐۀࣄ
別Ϟσϧのීٴల։Πメージ

テϨϫーΫڌඋ

ิॿ対ɿํެ共ஂମ（ಓٴݝͼࢦఆࢢをআ͘）、ຽ間ऀۀࣄ
ิॿɿۀࣄඅの���ิॿ（ิॿ্ֹݶ����ສԁ）

ॿิݿࠃ
（���අのۀࣄ）

ॿิݿࠃ
（���අのۀࣄ）

ॿิݿࠃ
（���අのۀࣄ）

ۚࢿݾࣗ

（ˋ��ྫ）ೖࢉ੫ાஔのަۚࢿݾࣗ
ํ࠴（աૄ࠴ɾ߹ซಛྫ࠴の߹）

ಛ別ަ੫ાஔ
（ํෛ୲の���）
（ྗิਖ਼͋Γࡒ）

ۚࢿݾࣗ

本ۀࣄ（ิॿۚ）のΈ׆༻͢Δ߹

本ۀࣄ（ิॿۚ）とํ࠴をซ༻͢Δ߹

本ۀࣄ（ิॿۚ）とಛ別ަ੫ાஔをซ༻͢Δ߹①తに対するద߹ੑ
ɹɾো害ऀのब࿑支援ɾಇ͖ํվֵʹ͢ࢿΔの
ɹɾ地ํҠ動ऀɾ地ݩϫʔΧʔ͕͍Δ

②ߦするྗ
ɹɾۀا、ํެ共ஂମ、工ձٞ所ɾ工ձʹΑΔ連携ɾ
ɹɹྗڠମ੍͕ߏஙさΕ͓ͯΓ、各ؔػのׂと͕明֬Խ
ɹɹさΕ͍ͯΔ

③ޮੑ

ᶆඅ用୲のదੑ

ᶇޙྃのӡӦ計画のଥਖ਼
ɹɾʮテϨϫʔクਪਐ計画ʯの策ఆຢݕ౼

ᶈͦのଞ
ɹɾҬIoT࣮ਪਐϩーυϚοϓのଞの別Ϟσϧとの連ܞ
ɹɹʹΑΔ૬ޮՌ͕ݟΒΕΔ

ಇ͖ํ
テϨϫーΫ
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これまで9自治体・団体で事業が実施された（ਤද�������）。

ਤද������� σʔλར׆用ܕスϚʔτシテΟのجຊߏ

計画ஈ֊

対

֊ஙஈߏ

ӡ用ஈ֊
σʔλར׆用ܕスϚʔτシテΟ

ɾ管理ίストを੍࣋を͑、ӡ༻ɾҡڥΔ͢༺׆ʹମ͕༰қ࣏͢Δࣗر

ମ࣏ࣗྡۙ
ԣల։͠、

ޮٴՌを࠷େԽ

ࢢが๊͑るଟ༷ͳ՝ղܾを࣮ݱ

σʔλ連جܞ൫
（ϞジϡーϧˍΫϥυʹΑΔ共௨Խ）

ྛਫ࢈
ަ௨

ޫ؍
ɾҩྍ߁݈

行 ؾ

େۀا
ϕンνϟーۀاなど、

ଟ༷な
ओମ͕ࢀ画

༷ʑなσーλをऩू

αʔϏスʢσʔλྲྀ௨ʣ

ɾ ֦ுՄੑ࣋ଓՄੑの؍͔Β、ࢢ
શମ、మಓԊઢ、͕֗۠ओたΔ対

ɾ スΫϥον͔Βの։発とطଘの֗の࠶։発
のಋೖの�छྨ͕͋Δ͜とʹཹҙ

ɾ σーλのඪ४Խ、アϓリέーシϣン
の૬ޓӡ༻ੑ֬อ、ϕンνϟーの
αーϏスのଟ༷Խʹඞཁ͕༺׆

ɾ কདྷతʹAIを׆༻͠たࢢ
ɹػのϚωジメントをࢹʹ

ϓϥッτϑΥʔム
ɾ θϩ͔ΒのߏஙͰແ͘

Φーϓンιースの׆༻
ɾ 他のϓϥοトϑΥームと

のੑޓを֬อ

ωッτϫʔク
ɾ ط ଘ Π ン ϑ ϥ ʹ Ճ ͑、L18A、

M7NOなどతʹ߹Θせޮ
ɹΑ͘ར༻
ɾ ߋʹS%N�Gの׆༻ࢹʹ

ɾ ICTؔ連͕ͮ֗͘ऀۀࣄΓ計画ஈ֊のॳظ
͔Βࢀ画

ɾ ࣏ࣗମのटʹΑΔ͍ڧίϛοトメント
ɾ શମを౷ׅͯ͠ԣ۲を௨࣏ࣗ͢ମの৫

ɾ 111�1'Iなどຽ間と連携͠たϑΝΠφンスを
༺׆

ɾ ݩの有͔ۀاࢤΒのग़ࢿ
ɾ ιーシϟϧΠンύΫトϘンυの׆༻ྀߟ

ɾ ԣஅతなϚωジメントを行͏৫͕伴
ɾ ICT͕ۀاΤリアϚωジメント৫ʹࢀ画͠、

σーλをར׆༻
ɾ 1%CAをճ͢͜とͰ、スϚートシテΟの
ɹόージϣンアοϓをਤΔ

ਤද������� σʔλར׆用ܕスϚʔτシテΟਪਐ࠾　ۀࣄ֓ۀࣄཁ

ʲ����ʢฏ��ʣ࠾ۀࣄʳ

ʣஂࡒڵৼۀ࢈๏ਓͬ͞ΆΖஂࡒʢҰൠࢢຈࡳ①
ɹ˗ɹ ޫ؍、ަ௨（ઇ対策）、݈߁などのを対とͯ͠、ϓϥοトϑΥーム

をߏஙの্、ٞڠݩձをઃཱɻ
ɹ ̠ ɹ ޫ؍ɿ 8i�'iϏーίン͔Βのਓྲྀ情報の΄͔、ຽ間͔ऀۀࣄΒ

のߪങ情報ަ௨情報などを׆༻ͯ͠、ϚーέテΟンάੳ情報
発৴を行͏αーϏスをల։ɻ

②ԣࢢʢࣜגձࣾリΞϥΠζʣ
ɹ˗ɹ ʮσーλジϟέοトʯとݺΕΔ、σーλの֓ཁଐੑ情報（メλσーλ）、

ॅຽχーζをղੳɾՄࢹԽ͠、৽たな՝の発ݟとղܾを行͏ख๏
を࣮͢ݱΔϓϥοトϑΥームをΫϥυ্ʹߏஙɻ

ɹ˗ɹ ଟ༷なஂମ͕ࢀ画͢ΔॅຽࢀՃܕのϫーΫシϣοϓの։࠵を௨ͯ͠、
՝ղܾシφリΦの策ఆʹݙߩɻ

③Ճݹࢢ
ɹ˗ɹ ̓ શɾ̓ ৺を͡めと͠たෳを対とͯ͠、ϓϥοトϑΥーム

をߏஙの্、ٞڠݩձをઃཱɻ
ɹ˗ɹ 8i�'iϏーίン͔Βのϩάݕ情報の΄͔、ݟकΓΧメϥ情報

を׆༻҆͠৺ɾ҆શμοシϡϘーυをߏங͢Δととʹ、共௨ϙΠント
ʹΑΔϘϥンテΟア׆ಈのΠンセンテΟϒを༩ɻ

ᶆߴদࢢ
ɹ˗ɹ ޫ؍、災などのを対とͯ͠、ϓϥοトϑΥームをߏஙの্、

ٞڠݩձをઃཱɻ
ɹ˗ɹ ϨンλαΠΫϧʹઃஔ͢ΔG1S、ਫҐセンαー͔ΒಘΒΕΔσーλ

を٬ޫ؍、ͯ͠༺׆のಈଶੳをܦたࢪ策ల։災害対ԠのޮԽ
をਤΔɻ

ᶇձएদࢢʢΞクηンνϡΞࣜגձࣾʣ
ɹ˗ɹ MZI%（'aDeCookTwitterͰϩάΠン）のシステムのಋೖϚΠ

φンόーΧーυೝ証との連携
ɹ˗ɹ LINEを׆༻͠たࢢຽαーϏスίンシΣϧジϡϕンνϟーσーλ

を׆༻͠た৽αーϏスをఏ͢ڙΔための։発ऀ༻ϙーλϧのඋ

ᶈ͍͞た·ࢢӜඒԂ地۠
　ʢҰൠࣾஂ๏ਓඒԂλンϚωδϝンτʣ
ɹ˗ɹ ·ͪのσーλ（݈߁ɾϞϏリテΟɾߪങ）のऩूɾ管理ɾ׆༻をՄ

と͢Δ1'をߏங
ɹ˗ɹ )��ɿ݈ݟ、߁कΓ、த対策、Πンόンυ、ࢢの૯߹ 

αーϏスをテϨϏͰ情報発৴͢Δʮ·ͪの͔ΘΒ൛ʯを࣮ࢪ

ʲ����ʢฏ��ʣ࠾ۀࣄʳ

ձʣٞڠスϚʔτシテΟਪਐژʢҰൠࣾஂ๏ਓژ①
ɹ˗ɹ ٞڠձ͕த৺となΓ、ޫ؍ɾڥɾ災などのを対とͯ͠ 

ϓϥοトϑΥームをߏஙɾӡ༻ɻ
ɹ˗ɹ େֶなどのۀا、ؔػڀݚޫ؍連ໍなどと連携ͯ͠σーλをར׆༻ɻ

σジλϧαΠωージを׆༻͠た٬ޫ؍のಈଶѲスϚートϥΠト
ʹΑΔΤωϧΪーޮԽなどを࣮ࢪɻ

②ࢢࢁ
ɹ˗ɹ ۠ॅډҬの���をΧόー͠、Ґஔ情報などをू͢Δϓϥοト

ϑΥームをΫϥυ্ʹߏஙɻ
ɹ˗ɹ ிԣஅのλスΫϑΥースٞڠݩձを্ཱͪ͛σーλをར׆༻

༩ɻدʹԽͯ͠௨ֶ࿏Ͱの҆શ対策ࢹをՄگಐの௨ֶঢ়ࣇ、͠

③ӹాࢢʢシϚωӹాిࣜגࢠձࣾʣ
ɹ˗ɹ 災ɾ݈߁ɾ्害を対と͠たϓϥοトϑΥームをΫϥυ 

ɻ༺׆連ໍなどと連携ͯ͠σーλをརۀاݩࢢ、ங͠ߏʹ্
ɹ˗ɹ Տɾਫ࿏のਫҐᓂのั֫ঢ়گなどのσーλをऩू͠、各ʹ 

͓͚Δ行ࣄのޮԽをਤΔととʹ、ࢢຽの݈૿߁ਐʹऔΓ
Ήɻ
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また、ICTを活用した街づくりに多様な主体が参画できるようになるための環境整備の一環として、海外事例
を参考に、地方公共団体が抱える課題と課題解決のための技術やノウハウ等を有するベンチャー企業をマッチング
させるプロジェクト（「StartupXAct（スタートアップエグザクト）」）を2017年度（平成29年度）より開始して
いる。ベンチャー企業は自身の技術を地方公共団体で試すことができ、場合によっては地方公共団体との契約や他
の企業からの出資を受けられることが期待される。

2018年度（平成30年度）は4地域（新潟県長岡市、長野県東信州（上田市ほか）、愛知県豊田市、香川県高松
市）の地域課題に対し、9社から10件の応募があり、4社（4件）とのマッチングが成立した（ਤද�������）。

Ҭ*P5࣮૯߹ࢧԉ�
総務省では、IoT等の本格的な実用化の時代を迎え、これまでの実証等の成果を日本全国の地域の隅々に波及さ

せるため、2016年（平成28年）9月から「地域IoT実装推進タスクフォース」を開催しており、同年12月に、
「地域IoT実装推進ロードマップ（2017年（平成29年）5月、2018年（平成30年）4月改定）」及び「ロード
マップの実現に向けた第一次提言＊�」が、さらに、2017年（平成29年）5月に、「第二次提言＊5」 が取りまとめら
れた。総務省では、これらの提言を踏まえ、自治体、民間企業等が様々な形で連携する「総合的推進体制」の確
立、及びIoT実装に取り組む地方自治体への補助を行う「地域IoT実装推進事業」を始めとした、地域の状況や
取組の発展段階に応じて選択可能な「地域IoT実装総合支援」の創設を行った。同年7月に、「総合的推進体制」
の確立の一環として、IoT推進に意欲的な地方自治体、IoTビジネスの地域展開に熱心な地方自治体、民間企業等
が連携し、地域におけるIoT実装を強力に推進するため「地域IoT官民ネット」が設立された。「地域IoT実装総
合支援」における各取組の概要については以下のとおりである（ਤද�������）。

ਤද������� ����ʢฏ��ʣ�SUBSUVQ9ADUϚッνンά݁ՌҰཡ

地域՝ ໊ۀا 所ࡏ地 ιリϡʔシϣン֓ཁ

৽ׁݝ
Ԭࢢ

σーλのՄࢹԽʹΑΔ
Լਫのઅਫ対策 興 Ԭࢢ

ʮԼਫҐɾ൫ԼϞχλリンάシステムのߏஙʯ
ԼਫҐセンαーٴͼ൫ԼセンαーをࣗࣾͰ։発͠た௨৴対ԠܕσーλϩΨーʹ
ଓ͢Δ͜とʹΑΓ、ԼਫҐɾ൫ԼのมԽをリアϧλΠムͰ؍ଌͰ͖Δシステムɻ
間ʹճऩさΕΔɻ࣌のσーλϩΨーʹอଘさΕ、௨৴ճઢʹΑΓҙのݱଌσーλ؍

ݝ
౦৴भ

ʢ্ాࢢ΄͔ʣ

Ҭࡁܦੳ
システムの׆༻ LTE�9 ౦ژ

ʮσーλのԣஅతӾཡڥのߏஙʯ
ֳ͕ఏ͢ڙΔҬࡁܦੳシステム（RESAS）ͰऔಘͰ͖Δσーλٴͼࢢ�ொଜの
σーλのੳを行ࡁܦを͑、౦৴भશମのҬڥ有σーλをԣஅతʹӾཡͰ͖Δݻ
ங͢Δ（ΦーϓンϓϥοトϑΥームԽ）ɻߏをڥ͏
ΦーϓンϓϥοトϑΥームσーλの׆༻ʹΑΓ、個ʑの࣏ࣗମಋೖίスト͕ݮɻ

Ѫݝ
๛ాࢢ

ମޫ؍ܕݧʹΑΔ
Ҭੑ׆ࡁܦԽ ΨΠアοΫス ౦ژ

ʮTA#ICA（ମݧシΣアαーϏスɻݩのਓとަྲྀͰ͖ΔҬମݧ༧αΠト）の׆༻ʯ
TA#ICAの׆༻ʹΑΓ、๛ాࢢҴҬのັྗを発৴ɻ
ਓとਓとのަྲྀを௨͡、ҟなΔจԽ৽たなՁ؍とのग़ձ͍をαϙートɻ

߳ݝ
ࢢদߴ

ϏοΫσーλを׆༻͠た
ަ௨ނࣄࢭ σφリύム େࡕ

ʮݥةҼࢠநग़ੳのࣗಈԽʯ
画をAI画૾ೝࣝιϑトΤアをࢭのυϥΠϒϨίーμಈ画͔ΒΓग़͠た੩ࢢদߴ
༻͍ͯੳɻ
画૾͔Βਓ、ं、όΠΫをநग़͠、ݥةҼࢠ（ώϠリϋοト）のཁҼੳʹ༻͍Δ
σーλのநग़を行͏ɻ

＊�	 「地域IoT࣮ਪਐロʔドϚοプ」ٴͼ「ロʔドϚοプの࣮ݱに͚ͨୈҰ࣍ఏݴ」：
	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01rZutsu0�_0200012�.html
＊5	 「地域IoT࣮ਪਐロʔドϚοプʢվఆʣ」ٴͼ「ロʔドϚοプの࣮ݱに͚ͨୈೋ࣍ఏݴ」：
	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01rZutsu0�_020001��.html
	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01rZutsu0�_020001�2.html
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①地方公共団体のICT/IoT実装に関する計画策定支援
具体的な地域課題解決を目指すために地域IoTの導入を希望、検討しているものの、知見やノウハウを持たない

ために取組が進んでいない地方公共団体に対する支援として「地域IoT実装のための計画策定・推進体制構築支援
事業」を実施している。2018年度（平成30年度）では、7団体を採択し、研修会やテレビ会議等を通じた支援を
行うとともに、各団体が策定した計画内容に関心の高い他の自治体・事業者との意見交換を目的とした成果報告会
を実施した。
②地域IoTの実装事業への財政支援
「地域IoT実装推進ロードマップ」における「分野別モデル」の普及展開を推進するため、分野別モデルの横展

開に取り組む地域等に対する財政支援として「地域IoT実装推進事業」を実施している。2017年度（平成29年
度）には16団体、2018年度（平成30年度）には30団体に対し支援を実施した他、国庫補助事業と連携した地方
財政措置を講じた。
③地域情報化アドバイザー派遣等による人的支援

ICTによる地域活性化に意欲的に取り組む地域に対して、地域情報化に関する知見やノウハウを有する専門家
を「地域情報化アドバイザー」として派遣し、成功モデル構築に向けた支援を行うとともに、その取組の効果を全
国に普及させ、ICTを活かした地域経済・社会の底上げを図る取組を、2007年度（平成19年度）から実施して
いる。2018年度（平成30年度）においては計237団体へ派遣を行った。
④地域IoT実装の全国的な普及促進活動

我が国が抱える様々な課題（人口減少、少子高齢化、医師不足、災害対応、地域経済の衰退等）を解決し、地域
の活性化を図るため、それぞれの地域において自律的な創意・工夫に基づいて、ICTを活用した様々な取組が行
われている中で、特に全国的な横展開が期待される事例、分野横断的な事例、地域間の広域連携が期待される事例
等について広く募集し、「ICT地域活性化大賞」として表彰している。

2019年（平成31年）3月に東京都内で開催された「地域ICTサミット2019」において、115件の応募案件の
中から決勝大会に進出した団体のプレゼンテーションが行われ、「IoTを活用した農山漁村の灯油難民防止（北海
道石狩振興局・新篠津村・JA新しのつ・ゼロスペック株式会社・京セラコミュニケーションシステム株式会社・
さくらインターネット株式会社）」が大賞・総務大臣賞に選ばれた（ਤද�������）。

ਤද������� 地域*P5࣮૯߹ࢧԉの各औの֓ཁ

地ํެ共ஂ体の*C5�*P5࣮にؔする計画ࡦఆࢧԉ
ɾݱʹ͓͚Δਪਐମ੍උ、ICT�IoT࣮の۩ମతなઓུɾ計画の策ఆ

の支援

地域*P5の࣮ۀࣄのࡒࢧԉ
ɹɾICT�IoTར׆༻の成ޭϞσϧ࣮のࡒ支援

地域情報ԽΞυόΠβʔݣにΑるਓతࢧԉ
ɾICT�IoTのݟを有͢ΔઐՈのݣʹΑΓ、ICTར׆༻IoT࣮

をଅਐ
ɾ૯লʹICTҬੑ׆ԽαϙートσスΫを։ઃ、ํެ共ஂମ   

͔Βの߹せʹ対Ԡ

地域*P5࣮の全ࠃతͳීٴଅਐ׆動
ɹɾICTҬੑ׆Խେ、ҬICT�IoT࣮セϛφーの։࠵ɹ

˙ɹʮҬIoT࣮ਪਐϩーυϚοϓʯの࣮͚ʹݱ、ICT�IoTの࣮を͢ࢦҬを対ʹ、ํެ共ஂମの
ICT�IoT࣮ʹؔ͢Δ計画ࡦఆのࢧԉ、࣮ۀࣄのࡒࢧԉ、地域情報ԽΞυόΠβʔݣにΑるਓతࢧԉなど
地域*P5の࣮を૯߹తにࢧԉɻ

˙ɹ࣮を્Ήʮนʯをଧഁ͠、*C5�*P5の࣮をຊ全ࠃの各地域の۱ʑ·で֦͛、地域ࡁܦのੑ׆Խ地域՝
のղܾにେ͖͘ݙߩɻ

ʪ֓ɹཁʫ
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ແྉެऺແઢ-"/ڥͷඋଅਐ�
スマートフォンやタブレット等の無線LANを搭載した携帯端末の普及を背景として、無線LANを利用する機

会が増えてきており、無線LANは、家庭、オフィス及び公衆スポット等における快適なワイヤレスブロードバン
ド環境の実現のために必要不可欠な存在となっているが、防災拠点等を中心とした公衆スポット等では、Wi-Fi環
境の整備が十分に進んでいない。また、公衆無線LANは、2020年東京大会に向けて増加が予想される訪日外国
人観光客からのWi-Fi環境に対するニーズが高いこと、災害時に電話回線が輻輳のために利用できない場合でも
効果的に情報を受発信できる通信手段として有効であることといった側面がある。

これらを踏まえ、総務省では、Wi-Fi環境の整備について、地方公共団体に対する調査結果を踏まえ、整備箇所
数や時期を示す「整備計画」に基づき整備を実施することで、災害時の必要な情報伝達手段を確保するため、
2016年（平成28年）12月、「防災等に資するWi-Fi環境の整備計画」を策定し、2018年（平成30年）12月に
更新した。なお、平時においては、観光関連情報の収集、教育での活用等により利便性の向上を図ることとしてい
る。

この「整備計画」の目標達成に向け、普通地方公共団体及び第三セクターによる整備を後押しするために、総務
省では2017年度（平成29年度）から「公衆無線LAN環境整備支援事業」を実施しており、災害発生時に地域住
民や来訪者への災害情報の収集等に寄与する公衆無線LAN環境の整備を推進している（ਤද�������）。

ਤද������� *C5地域ੑ׆Խେʢ૯େਉʣ

ɹλ
Π
Ξ
ỽ
ϓ
ࣄ
ۀ

ˡ
ڠ
ఆ
ௐ
ҹ
ࣜ
の
༷
ࢠ

�

�

ಓでوॏͳ*P5࣮ྫࣄにʂ˞����ԁ�ɾಋೖͰมಈɻ本ࢉࢼͰߴめのઃఆと͠たɻ
Ռ͋ΔޮݮඅΨιリンなどの࣋、ૹスλοϑਓ݅අҎ֎ʹ、ं྆ҡʹࡍ࣮˞

システム
ಋೖඅ༻

ૹスλοϑ
ਓ݅අઅݮ

����ԁ�ɾʷ（�������） �̫�センαー
ʹ������ԁ����ؒ

（࣮ૹ��ˠ��ˠ��ݮ）
�̫����ԁ� ʹ������ԁ����ؒ

*P5を׆用͠たړࢁଜの౮༉難ຽ防ࢭ
ʢւಓੴङৼہڵʷ৽ࣰଜ +̫A৽͠のͭʷθϩスϖックʢגʣʷژηϥίϛϡχέʔシϣンシステムʢגʣʷ͘͞ΒΠンλʔωッτʢגʣʣ

Խ͠たޮతૹࢹをՄྔにཔる౮༉ૹ　˰　*P5で౮༉צݧܦ

取
組
の
背
景

˰ਓݮޱগɾաૄԽのਐలでɺ༷ʑͳੜؔ׆連αʔϏス
のԼ࿑ಇྗෆがੜͯ͘͡るɻ

ɹɹ㾎ւಓͰશࠃฏۉを্ճΔスϐーυͰਐలʂ
ɹɹ㾎ړࢁଜͰΑΓݦஶʹӨ͕ڹʂ
ʮ˰౮༉ʯでૹऀۀのੑࢉ࠾ѱԽɾਓखෆがɻ

ɹɹ㾎ʮ౮༉ʯྫྷפͰಛʹॏཁなϥΠϑϥΠンʂ
˰কདྷɺړࢁଜにʮ౮༉難ຽʯと͏ݴ͖ΤωϧΪʔ
　ऑऀがੜ·Εるݒ೦ɻ
ɹɹ㾎ํͰΨιリンスλンυのݮগ͕͍ͯͬ͜ىʹطΔʂ

˒ίスτͳスϚʔτηンαʔʷίスτ௨৴αʔϏス
ʢ-18AʣにΑるޮతͳ౮༉ૹシステムのূݕ
ऀۀʷ౮༉ૹߦ˒ *̫P5ؔ
連ۀاでλΠΞッϓڠۀࣄఆ
をక݁͠ɺړࢁଜで地域࣮
ࢪを࣮ݧ࣮ূ

ಇڠຽ *̫P5にΑるɺਓݮޱগɾաૄԽに͏地域՝のղܾϞσϧのߏங

����� ʙ ����の���間、͔ᷮށ��ͪ͏ށ���ʹԆ��センαーをઃஔ͢Δ͚ͩͰʜ

���ؒで
������ԁ
ϓϥスޮՌ

˒ಋೖށを૿せ૿͢΄ど、ᶃݮ
Γᶄ૿͑Δ（ϓϥスޮՌେ͖͘なΔ）

ϓ͕（ג）θϩスϖοΫ、ޙऴྃݧ࣮
ϨαーϏスを։࢝͠、)�����݄
څڙઍをʹࢢಓ�、ࡏݱ

ηϯサーͰλϯク
ͷ౮༉ྔΛ
��ຖ
ଌఆɾՄࢹԽ
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訪日外国人がより円滑に無料公衆無線LANサービスを利用できる環境の実現に関しては、2016年（平成28年）
2月に総務省が策定した取組方針＊�に基づき、認証連携の実現に向けた実証実験を実施した。実証実験の成果を踏
まえて、同年9月に「一般社団法人公衆無線LAN認証管理機構＊7」が設立され、同機構が実用化した認証方式を
利用したサービスが同年10月に開始されており、事業者の垣根を越えたシームレスなWi-Fi接続環境が拡大する
など、利用手続の簡素化に向けた取組が進められている。

なお、大規模災害時において電気通信事業者等の公衆無線LANネットワークを開放することは、被災地におけ
る通信手段確保の観点から重要な取組であり、「無線LANビジネス推進連絡会＊�」が定めるガイドライン＊�を踏
まえて、災害用統一SSID「00000JAPAN」が「平成28年（2016年）熊本地震」以降の大規模災害（直近では
平成30年7月豪雨や平成30年北海道胆振東部地震）等において運用されている。

�چ൫ͷ෮جͼ*$5ٴݙߩΓͷͮ֗͘ڵ൫උʹΑΔ෮ج$5*
東日本大震災による被災地域のうち、津波による流出等により生活基盤に大きな被害を受けた地域が多数存在し

ているほか、復興の進展に伴い、被災自治体の復興計画に基づき、高台への移転等を含む復興街づくりが進められ
ている。

これらの被災自治体において、住民が新しい生活を円滑に開始できるようにするとともに、ICT基盤を活用し
た復興を実現するために、超高速ブロードバンド、放送の受信環境等及び公共施設等向け通信基盤・システムの整
備等のICT基盤の整備が必要となっている。

このため、総務省は、「被災地域情報化推進事業」として、2019年度（令和元年度）は「復興街づくりICT基
盤整備事業」（ਤද�������）を実施し、復興に向けた新たな街づくりに合わせてICT基盤を整備する自治体を支
援している。

ਤද������� ʮެऺແઢ-A/ڥඋࢧԉۀࣄʯの֓ཁ

防災ڌɺ災害対応のڧԽが·Εるެతڌ

ૹ࿏ઃඋ

避難所ɾ避難所 ॺެ

จԽࡒ ԂެࢢҊ所ࣗવެԂɾޫ؍ തؗ

●8i�'iのメリοトとͯ͠、災害࣌ʹ、携ଳి͕のためʹ
ɹར༻Ͱ͖な͍߹Ͱ、情報ऩू͕Մ
●ϥジΦ災行ແઢのยํの情報ୡखஈとҟなΓ、ඃ災ऀ
ɹのχーζʹԠ͡た情報ऩू͕Մ

ແઢΞクηスஔ
（IEEE������aD対Ԡ8i�'i）

ஔݯి

ஔޚ੍
ʢηンλʔઃඋʣ

＊�	 「ར用͠す҆͘શͳެऺແઢ-"/ڥの࣮ݱに͚ͯʙ๚֎ࠃਓにରするແྉެऺແઢ-"/αʔϏスのར用։࢝खଓの؆ૉ化ɾҰݩ化の
औํʙ」のެද:　http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01kiCan0�_02000102.html͚ͨにݱ࣮

＊7	 Ұൠࣾஂ๏ਓެऺແઢ-"/ೝূ管理ߏػ:	http://www.wlan�authmng.or.jp/
＊�	 ແઢ-"/Ϗジωスਪਐ連བྷձ:	http://wlan�Cusiness.org/
＊�	 େن災࣌に͓͚るެऺແઢ-"/のແྉ։์に関するΨΠドラΠϯ
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また、「情報通信基盤災害復旧事業」（ਤද�������）として、東日本大震災により被災した地域の情報通信基盤
（FTTH等のブロードバンドサービス施設、ケーブルテレビ等の有線放送施設及び公共施設間を結ぶ地域公共ネッ
トワーク施設等）の復旧事業を実施する自治体に対し支援を行い、被災地域の早急な復旧を図っている。

� ୭͕*$5ʹΑΔརศੑΛڗडͰ͖Δڥͷඋ

�ԉͷଅਐࢧ༺׆ͷ*$5རऀɾোऀྸߴ
総務省では、障害や年齢によるデジタル・ディバイドの解消を目的に、通信・放送分野における情報バリアフ

リーの推進に向けた助成を実施している。具体的には、障害者や高齢者向けの通信・放送役務サービスに関する技
術の研究開発を行う企業等に対して必要な資金を助成する「デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発」
を行っており、2018年度（平成30年度）は、4者に対して3,480万円の助成を行った。

また、「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」（平成5年
法律第54号）に基づき、身体障害者向けの通信・放送役務サービスの提供や開発を行う企業等に対して必要な資
金を助成する「情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金」（旧称「チャレンジド向け通信・放送役

ਤද������� ෮ͮ֗͘ڵΓ*C5ج൫උۀࣄ

˕ϥジΦதہܧのඋ˕ެ共ࢪઃ͚
ɹ௨৴ج൫ɾシステムのඋ

˕共ௌࢪઃ
ɹのඋ

৽たͳ֗ͮ͘Γを
地域͏ߦ

͚ॅډ˕
ɹ௨৴ج൫のඋ

Ҡసߴ

ւ

ਤද������� 情報௨৴ج൫災害෮ۀࣄچ

˕౦本େ災ʹΑΓඃ災͠たICTج൫の復چ

災ʹ
ΑΓྲྀग़

පӃ
所ࢢ
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務提供・開発推進助成金」）を情報通信研究機構を通じてを行っており、2018年度（平成30年度）は、5者に対
して3,773万円の助成を実施した。

�ଅਐٴૹͷී์͚ऀௌ֮োࢹ
総務省では、視聴覚障害者等がテレビジョン放送を通じて円滑に情報を入手することを可能にするため、字幕放

送、解説放送及び手話放送の普及目標を定めた「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を策定し、テレビジョン
放送を行う放送事業者の自主的な取組を促してきた＊10。同指針の普及目標は、2017年度（平成29年度）までと
されていたことから、総務省では、2018年度（平成30年度）以降の普及目標を定めるため、2018年（平成30
年）2月に「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を策定した。また、「身体障害者の利便の増
進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」（平成5年法律第54号）に基づき、字幕番
組、解説番組及び手話番組の制作費等に関する助成を行っており、2015年度（平成27年度）からは、広告主に
よって制作、搬入される字幕付きCM番組が、放送事業者各社共通に支障なく放送できるかどうかを放送事業者が
確認する機器の整備に対する助成を行っている。

また、2018年度（平成30年度）に、字幕が付与されていない放送番組について、放送番組と連動してスマー
トフォンやタブレット上で字幕を表示させるアプリケーションの開発やその有用性の確認を行う者に対して経費を
助成する「視聴覚障害者等のための放送視聴支援事業」を実施した。2019年（平成31年）3月からは、多様な音
声データとそのテキストデータを蓄積するデータベースを構築し音声認識技術の高度化に活用するとともに、字幕
が付与されていない放送番組に対して当該技術を用いることにより自動で字幕を生成しスマートフォン等によって
表示させる技術の実用化を行う者に対して経費を助成する「聴覚障害者放送視聴支援緊急対策事業」を実施してい
る。

これにより、放送事業者の字幕付与のための体制が整っていない早朝・深夜等の時間帯に災害が発生し、放送に
字幕を付与することができない場合等であっても、視聴覚障害者等が自身のスマートフォンやタブレットのアプリ
を用いて字幕を表示させること等により情報を入手することが可能となることが期待される（ਤද�������）。

CMへの字幕付与については、2014年（平成26年）10月に発足した字幕付きCM普及推進協議会（日本アド
バタイザーズ協会、日本広告業協会及び日本民間放送連盟の3団体で構成）において、関係者によるセミナーを開
催し、字幕付きCMの啓発、ベスト・プラクティスの共有、課題解決に向けた検討等を行っているほか、障害者団
体との意見交換を実施し、字幕付きCMの一層の普及に向けた活動を行っている。

ਤද������� ௌ֮ো害ऀ์ૹࢹௌࢧԉٸۓ対ۀࣄࡦ

アナウンサー

放送
設備 STB

通信回線
データベース原稿

音声データ

テキスト
データ

・
・
・

・
・
・

放送波

セカンドスクリーン型字幕

アウトスクリーン型字幕

実証結果をフィードバック

音声認識
エンジン

実用化に向けた実放送での実証データベース構築

スピーカー
※多様な話者、雑音、発話スタイル

音声/テキストデータを
蓄積

データベースを活用
し、放送のための音声
認識技術・自動字幕生
成ソフトを研究

〇〇川が警戒水域を超え、
氾濫のおそれがあります。

○○川が警戒水域を超え、
氾濫のおそれがあります。

＞〇〇川が警戒水域を
超え、氾濫のおそれが
あります。

字幕がない
放送番組でも

＊10	 2017ʢฏ2�ʣのࣈນ์ૹの࣮：	http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01rZutsu0�_02000217.html
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ར༻ڥͷϢχバーサϧԽͷଅਐ�
総務省では、高齢者・障害者を含む誰もが公的機関のホームページ等を利用しやすくなるよう、2016年（平成

28年）4月に国及び地方公共団体等公的機関のウェブアクセシビリティ対応を支援するためのガイドラインとし
て「みんなの公共サイト運用ガイドライン（2016年版）」を作成した。また、ウェブアクセシビリティの検証支
援ツールとして「みんなのアクセシビリティ評価ツール：miChecker Ver.2.0」を提供＊11している。2017年度

（平成29年度）は国及び地方公共団体公式ホームページのJIS規格対応状況を調査し、ウェブアクセシビリティの
一層の向上を図った。2018年度（平成30年度）は全国8ヶ所での公的機関向け講習会を実施したほか、公的機関
を対象としたアンケート調査や独立行政法人等の公式ホームページのJIS規格対応状況調査を実施した。

ϓϩάラϛϯάڭҭͷਪਐ�
プログラミング教育は、「プログラミング的思考＊12」などの育成を目指し、2020年度（令和2年）より小学校

で必修化されるなど取組が進んでいる。また、学校外におけるプログラミング教室・講座開設の動きも見られる
が、過半数は関東（特に東京）に偏在している。これらの課題を踏まえ、総務省では2016年度（平成28年度）
から2017年度（平成29年度）に「若年層に対するプログラミング教育の普及推進」事業＊13を実施。地域の人材
を指導者（メンター）として育成するとともに、教材や指導ノウハウ等をインターネット（クラウド）上で共有・
活用しつつプログラミング教育を実施するモデルを、放課後・休業日等の教育課程外において、全国35都道府県

（85校）で、障害のある児童生徒等を対象としたプログラミング教育の実施モデルの実証を、教育課程内を中心に
全国10都県（20校）で実証を行った。

さらに、2018年度（平成30年度）から、地域で児童生徒、社会人、障害児者、高齢者等がプログラミング等
のICTを楽しく学び合う新しい時代の絆となる仕組みとして「地域ICTクラブ」を全国展開するため、「地域にお
けるIoTの学び推進事業（地域ICTクラブ普及推進事業）」＊1�を実施。2019年度（令和元年度）末までに、地域
ICTクラブを継続的に運用していくためのガイドラインを策定するため、実証事業を実施している。

こういった事業の成果や進捗状況を、当省が文部科学省と経済産業省のほか産業界・教育業界と連携し、2017
年（平成29年）3月に設立した「未来の学びコンソーシアム＊15」を通じて、全国の教育現場で共有し横展開して
いく。

*$5Ϧςラγーͷ্�
ΞɹF�ωοτΩϟϥόϯͷਪਐ

スマートフォンは、パソコン用webサイトや動画、SNSなどが利用可能である反面、SNSを利用して犯罪の被
害にあう児童・生徒の数も高止まりするなど、スマートフォンの普及に伴うトラブルも増加している。こうした状
況の下、多くのネット危機にさらされている児童生徒を守るため、児童生徒はもとより、指導する立場にある保護
者・教職員等に対しても、インターネットを安心・安全に利用するための普及啓発が重要となってきている。

このため、総務省では、文部科学省及び情報通信分野等の企業・団体等と協力しながら、子どもたちのインター
ネットの安全な利用係る普及啓発を目的とした出前講座である「e-ネットキャラバン＊1�」を、児童・生徒、保護
者・教職員等を対象として全国で実施しており、2018年度（平成30年度）は、全国2,529箇所で開催した。ま
た、2016年（平成28年）から、「保護者・教職員向け上位講座」として、「フィルタリングの内容および設定」
を中心とした教材を使用する「e-ネットキャラバンPlus」を新設し、保護者・教職員のフィルタリングについて
の理解の向上を図ることとしたほか、インターネット利用者の低年齢化に対応して、講座の対象学年を小学校5年
生から、小学校3年生の生徒及びその保護者へと引き下げた。さらに、2018年（平成30年）には、保護者・教職
員向け講座について、若者が使う主要なSNSの解説等を加えたリニューアルを実施した。

＊11	ΈΜͳのެڞαΠト運用ΨΠドラΠϯʢ201�൛ʣ、「ΈΜͳのΞクηシϏϦテΟධՁπʔϧ：miChecker	7er.2.0」：
	 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/C_Gree/C_Gree02.html
＊12	自͕ҙਤするҰ連の活ಈΛ࣮ݱするͨΊに、ͲのΑ͏ͳಈ͖の߹͕ͤඞཁͰ͋Γ、ҰͭҰͭのಈ͖にରԠͨ͠ه߸ΛͲのΑ͏にΈ߹Θ

ͤͨΒ͍͍の͔、ه߸の߹ͤΛͲのΑ͏にվળ͍͚ͯ͠、ΑΓҙਤͨ͠活ಈにۙͮ͘の͔、と͍ͬͨ͜とΛ理తにྗ͍ͯ͑͘ߟ
＊13	एにରするプロάラϛϯάڭҭのීٴਪਐϖʔジ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kZouiku_joho�ka/jakunensou.html
＊1�	地域に͓͚るIoTのֶͼਪਐ事業ϖʔジ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kZouiku_joho�ka/IoT_learning.html
＊15	খֶߍΛத৺とͨ͠プロάラϛϯάڭҭϙʔλϧ1owereE	CZ	ະདྷのֶͼίϯιʔシΞム：https://miraino�manaCi.jp/
＊1�	 e�ωοトΩϟラόϯ：https://www.Gmmc.or.jp/e�netcaraWan/

I
C
T
政
策
の
動
向

第
4
章

*$5 ར׆༻ͷਪਐ第 6節

令和元年版　情報通信白書　第�෦376



ΠɹϝσΟΞϦςϥγʔͷ্
メディアリテラシーとは、放送番組やインターネット等各種メディアを主体的に読み解く能力や、メディアの特

性を理解する能力、新たに普及するICT機器にアクセスし活用する能力、メディアを通じコミュニケーションを
創造する能力等のことである。

総務省では、放送番組の情報を正しく理解するとともに、トラブルなくインターネットや携帯電話等を利用する
など、メディアの健全な利用の促進を図るため、各メディアの特性に応じた教材等を開発し、普及を図っている。

インターネットや携帯電話等の分野においては、ICTメディアリテラシーを総合的に育成するプログラムであ
る「伸ばそうICTメディアリテラシー～つながる！わかる！伝える！これがネットだ～」を公開している＊17。ま
た、教職員や専門家からのヒアリングを通じて、インターネットに係る実際に起きた最新のトラブル事例を踏ま
え、その予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集＊1�」を公開している。

放送分野においては、これまでに開発した小・中学生及び高校生向け学習用教材の貸出しを中心とした普及・啓
発を行っているほか、「放送分野におけるメディアリテラシーサイト＊1�」を開設し、ウェブ教材や教育者向けの授
業実践パッケージ（指導案、授業レポート、ワークシート等）を開発・掲載するなど、青少年のメディアリテラ
シーの向上に取り組んでいる。

また、高齢者のICTリテラシーの向上については、2018年（平成30年）11月から厚生労働省とともに開催し
ている「デジタル活用共生社会実現会議 」において、高齢者が、これからの本格的なIoT、AI時代においても取
り残されることなく、ICT機器を利活用し、より豊かな生活を送ることができるようにするため、高齢者が、住
居から地理的に近い場所で、心理的に身近な人からICTを学べる環境を整備する　「デジタル活用支援員」の仕組
みについて検討が行われ、2019年（平成31年）3月に報告書をとりまとめた。

ɹ੨গͷΠϯλʔωοτɾϦςϥγʔ্
総務省では、青少年のインターネット・リテラシー向上施策の重要性に鑑み、同施策を効果的に進めていくため

に、2011年度（平成23年度）に青少年のインターネット・リテラシーを可視化するテストとして「青少年がイ
ンターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標（ILAS：Internet Literacy Assessment 
indicator for Students）を開発し、2012年度（平成24年度）より全国の高等学校1年生相当を対象に実施して
きた。2018年度（平成30年度）は、人数約12,600名・対象校78校の規模で、スマートフォン等情報通信機器
の使用実態に関するアンケートと共に青少年のインターネット・リテラシーを測るテストを実施した（ਤද����
���）。

＊17	৳ͦ͏ICTϝσΟΞϦテラシʔ：http://www.soumu.go.jp/ict�meEia/
＊1�	Πϯλʔωοトトラϒϧ事例ूμウϯロʔドϖʔジ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kZouiku_joho�ka/jireishu.html
＊1�	์ૹに͓͚るϝσΟΞϦテラシʔαΠト:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/hoso/kZou[ai.html
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また、青少年へのスマートフォンの著しい普及に鑑み、従来の携帯電話とは異なるセキュリティ実態等を踏ま
え、青少年自身のリテラシー向上に加え、保護者や教職員等のリテラシーの向上の重要性がより一層高まってい
る。このため、各総合通信局及び沖縄総合通信事務所が中心となり、地域における青少年及び保護者・教職員等に
対して、各地域で活動する関係者（自治体、PTA、消費者団体、学校関係者、有識者、事業者、NPO等）が幅広
く連携し、リテラシー向上のための普及啓発活動を実施する体制の整備を進めるべく、地域の関係者が一体となっ
た推進体制の構築や連絡会の開催など総合的な周知啓発活動を展開している。

さらに、多くの青少年が初めてスマートフォン・タブレット等を手にする春の進学・進級の時期に重点を置き、
青少年やその保護者に対し、スマートフォン利用に際してのリスクや必要な対応についての情報が伝わるよう、関
係府省庁や安心ネットづくり促進協議会等の関係団体、関係事業者が連携して、スマートフォンやソーシャルメ
ディア等の安心・安全な利用について、集中的な啓発活動を展開する「春のあんしんネット・新学期一斉行動」
を、2018年度（平成30年度）も例年同様実施した。

� クラウドサーϏεͷల։

クラウドサーϏεͷใ։ࣔ�
ASP・SaaS、PaaS及びIaaS等のクラウドサービスの普及に伴い、利用者がクラウドサービスの比較・評価・

選択等に十分な情報を得られる環境の整備が必要となっている。総務省では、こうした観点から、特定非営利活動
法人 ASP・SaaS・IoTクラウドコンソーシアム（ASPIC：ASP-SaaS-IoT Cloud Consortium）と合同で設立
した「ASP・SaaS・クラウド普及促進協議会」における検討を踏まえて、サービスに関する情報開示を推進し、
利用者によるサービスの比較・評価・選択等を容易にすることを目的として、「クラウドサービスの安全・信頼性
に係る情報開示指針」を策定・公表している。2018年（平成30年）10月には、クラウド事業者によるIoTサー
ビスの提供の増加等を踏まえ、新たに「IoTクラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針＊21」を策定し
た。また、ASPICでは、上記指針にのっとりクラウド事業者からの情報開示が適切に行われていることについて、
認定制度を設けている。

ਤද������� *-ASの࣮݁ࢪՌの֓ཁʢ����ʢฏ��ʣʣ＊20

�����

�����

�����
�����
�����

�����

�����

��ˋ��ˋ
��ˋ��ˋ
��ˋ��ˋ
��ˋ��ˋ
��ˋ��ˋ

（�）

����

����

����

� �� �� �� �� ���

˓ɹ全体のਖ਼����ˋɻ（ਤ�）
˓ɹෆదར用リスクの対ॲྗʢ�Dʣのਖ਼が相対తに͘ߴʢ����ˋʣ、ར༻ྉۚ࣌間の࿘අʹྀ͠たར༻Ͱ͖Δのの、ෆదਖ਼

औҾリスクの対ॲྗʢ�Cʣのਖ਼ʢ����ˋʣϓϥΠόシʔリスクの対ॲྗʢ�Bʣのਖ਼ʢ����ˋʣが相対తに͘、ిࢠ
औҾϓϥΠόシーอޢの対ॲ͕ऑɻ（ਤ�）

ʲਖ਼ʢେྨʣr（ਤ̍）

�ɹҧ๏有害情報
ɹ  リスΫの

ɹ  対ॲྗ

�ɹෆదਖ਼ར༻
ɹ  リスΫの

ɹ  対ॲྗ

�ɹϓϥΠόシーɾ
ɹ  セΩϡリテΟ

リスΫの
対ॲྗ

૯ɹ߹ ʲਖ਼ʢதྨʣr（ਤ̎）
� ҧ๏有害情報リスΫの対ॲྗ

�a�ҧ๏情報リスΫの対ॲྗ

�C�有害情報リスΫの対ॲྗ

�ෆదਖ਼ར༻の対ॲྗ
�a�ෆద৮リスΫの対ॲྗ
�C�ෆదਖ਼औҾリスΫの対ॲྗ
�D�ෆదར༻リスΫの対ॲྗ

�ϓϥΠόシーɾセΩϡリテΟリスΫの対ॲྗ

�a�ϓϥΠόシーリスΫの対ॲྗ

�C�セΩϡリテΟリスΫの対ॲྗ

શମฏۉ
�������

（����������）

ฏ成��（nʹ�����）

�a�ҧ๏情報
リスΫ

�C�有害情報
リスΫ

�a�ෆద৮
リスΫ

�C�ෆదਖ਼औҾ
リスΫ

�D�ෆదར༻
リスΫ

�a�ϓϥΠόシー
リスΫ

�C�セΩϡリテΟ
リスΫ

����

����

����

��������
����

����

����

૯ɹ߹
����

＊20	 201�ʢฏ30ʣ࣮݁ࢪՌに͍ͭͯ、201�ʢྩݩʣにެද༧ఆ
＊21	「クラウドαʔϏスの҆શɾ৴པ性にる情報։ࣔࢦ」に͓͚る「IoTクラウドαʔϏスの҆શɾ৴པ性にる情報։ࣔࢦ」のՃ：
	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01rZutsu02_0200021�.html
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クラウドΛ׆༻ͨ͠Ҭ*$5ࢿͷଅਐ�
総務省は、地域活性化を図るためのICT投資を一層促進させるための具体策を検討するため、2015年（平成

27年）1月から「クラウド等を活用した地域ICT投資の促進に関する検討会＊22」を開催し、同年7月にクラウド
サービス等によるビジネスへの転換による生産性・収益性の向上や、地域の活性化を目的とした推進体制の整備が
必要である旨を取りまとめた。

取りまとめの趣旨に賛同した民間企業8社により、同年12月、「一般社団法人クラウド活用・地域ICT投資促
進協議会＊23」（略称：CLOUDIL（クラウディル））が設立された。同協議会は、2016年（平成28年）2月から、
地域における中小規模事業者等を対象に、クラウド活用を促進するためのセミナーを開催するなど、全国で周知啓
発活動を展開している。

2018年（平成30年）には、コンテスト形式による「全国クラウド活用大賞」（主催：CLOUDIL、共催：総務
省）を実施した。5カ所の会場（青森、石川、長野、大阪、福岡）で、計31社の地方の中小規模事業者が参加し
た地方大会を開催し、優れた活用事例に対して表彰を行った。さらに、5カ所の会場で優れた取組として選ばれた
中小規模事業者を集めた決勝大会を東京にて開催した。決勝大会では、地方の中小規模事業者が持つポテンシャル
をICTにより引き出し、働き方改革や革新的ビジネスモデルの創出事例となる取組に対して総務大臣賞等を表彰
するなど、多くの成功事例を全国に発信した（ਤද�������）。
ਤද������� ʮ全ࠃクϥυ׆用େʯडҰཡ

地ํେձ 全ࠃେձ ໊ۀا ֓　　ཁ

େࡕ
ʢീඌʣ

૯߹௨৴ہ ᷂)EA7ENɹJaQan ༺Ҽのಛఆ、ΩϟンϖーンのޮՌੳ、Ϋーϙンのదݪ٬管理ΫϥυʹΑΓ、Ωϟンセϧސ
֎対策͕ՄとなΓ、ฦ͕��ˋݮগɻ

ࢢ ᷂༑҆作所 ࣾίϛϡχέーシϣンπーϧ、໊管理のෳΫϥυのಋೖʹΑΓ、ैۀһಉ࢜の対
ਐ行スϐーυϞνϕーシϣン͕アοϓɻۀ、͑૿͕

੨
ʢീށʣ

૯߹௨৴ہ ༏ल ᷂খాౡ T7ిシステムνϟοトϫーΫをಋೖʹΑΓ、ݱͰの書ྨ作成ࣸਅ理を本ࣾͰҰׅ
行͏͜と͕ՄʹなΓ、҆શ管理ɾ工程管理͕ڧԽɻ

ࢢ ീށ౦ༀ᷂ Ӧ׆ۀಈঢ়گの͑ݟΔԽ、Ҋ݅の発۷͔ΒఏҊ、ड·ͰのӦۀϓϩセスのฏ४Խ、ड࣮
のੳʹΑΓ、݄間ച্͕���ˋ্ɻ

Ԭ
ʢʣ

૯߹௨৴ہ ૯େਉ ᷂͓আͰͭ͘Δ 
さ͍͠ະདྷ

スλοϑのঁੑ��ˋ（�໊Ҏ֎）ɻスϚϗをར༻͠たΫϥυʹΑΔۈଵ管理ɾۀ 
報ࠂʹΑΓ、本ࣾとの情報共有スλοϑのϞνϕーシϣンアοϓɻ

ࢢ ᷂μΠϫ 'A9ͰのೖۚΓとΓをΫϥυԽ͢ΔΑとʹΑΓ作ݮʹ����͕ྔۀগɻٻਓഔମ͔Βの 
ԠืՄࢹԽʹΑΓެࠂඅ༻͕間���ສݮɻ

ੴ
ʢՃլʣ

૯߹௨৴ہ ʑࢢӡ༌᷂ߏػ ӡૹۀのड発をΫϥυͰ行͏͜とʹΑΓ、ిͰ�ʙ�のड発ۀ͕��ඵ程Ͱ 
ɻ݁

ࢢ ᷂৺݁ 8eC༧システムʹΑΓ、�ਓ�ʷ࣌�間Ͱख作ۀͰの༧管理ۀ͕�ਓ�ʷ��ʹ 
٬ຬ͕アοϓɻސ༧͕ՄとなΓ࣌さΕ、ଈݮ


ʢʣ

૯߹௨৴ہ ౦ίϐーൢച᷂  情報ɾอक情報をΫϥυ্Ͱඥ͚ͮΔ͜とʹΑΓ、͜Ε·Ͱثػ٬情報と୲ऀ情報ɾސ
�݅͋たΓ��Ҏ্͔͔͍ͬͯた対Ԡ͕�Ͱ݁ɻ

ࢢ ༏ल N,アάリ᷂ Ϩλスੜ࢈部とӦۀ部のग़ՙྔの情報ަをΫϥυ্Ͱ行͏͜とͰൢചϩス͕ܶతʹݮগ͠、
間ඦສԁのརӹをվળɻ

＊22	クラウドΛ活用ͨ͠地域ICTࢿのଅਐに関するݕ౼ձ:	http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkZu/clouE�utili[ation/
＊23	Ұൠࣾஂ๏ਓクラウド活用ɾ地域ICTࢿଅਐٞڠձ：http://www.clouEil.jp/
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6 *$5ʹΑΔੜ্ੑ࢈

*$5ϕϯνϟーͷग़ɾࢧԉ�
世界の株式時価総額トップ10の過半数が新興ICT企業

で占められる中、わが国においてもイノベーションの源泉
たるICTベンチャー企業を創出・育成することが急務と
なっている。総務省及び情報通信研究機構（NICT）では、
こうした観点から、ICTベンチャーのシーズ発掘・育成
に向け、各地の大学、高専、地方自治体、商工会議所等と
連携した全国の若手人材・企業の発掘、当該人材・企業へ
のメンタリング、地方予選等から発掘された学生やベン
チャー企業によるビジネスプラン発表会である「起業家甲
子園」及び「起業家万博」の開催（2014年度（平成26
年度）に総務大臣賞創設）を行っている（ਤද�������）。
これに当たり、NICTではベンチャーキャピタル、ベン
チャー企業経営者等のICTベンチャー業界の専門家を

「ICT メンタープラットフォーム」として組織し、地方予選から「起業家甲子園」及び「起業家万博」後の事業展
開までのサポート体制を構築している。

தখۀاܦӦڧԽ๏ʹࢧͮ͘جԉાஔ�
人口減少・少子高齢化の進展に伴う労働力人口の減少や国際競争力の激化等、中小企業等を取り巻く事業環境が

厳しさを増す中、中小企業等の経営力の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づき、総務大臣を含む事
業所管大臣がそれぞれの事業分野ごとに指針を策定するとともに、中小企業者等の取組を支援するための措置を講
じている。

本制度に基づき、中小企業者等は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営
力を向上するための経営力向上計画を策定＊2�し、事業分野別に主務大臣の認定を受けることにより、経営力向上
計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税や法人税等の特例措置を受けることができるほか、政府金
融機関の低利融資や民間金融機関の融資に対する信用保証・債務保証等の支援措置＊25を受けることができ、総務
省においても、2018年度（平成30年度）は、合計74件の認定を行っている。

தখٕۀاज़ֵ৽੍ʢ4#*3੍ʣʹΑΔࢧԉ�
中小企業技術革新制度（SBIR制度）＊2�とは、中小企業者等の新たな事業活動の促進を図ることを目的とし、国

の研究開発事業について、中小企業者等の参加機会の増大を図るとともに、それによって得られた研究開発成果の
事業化を支援する制度である。

具体的には、新たな事業活動につながる新技術の研究開発のための特定の補助金・委託費等を受けた中小企業者
等に対して、その成果の事業化を支援するため、特許料等の軽減等の支援措置を講じており、総務省においても、
2018年度（平成30年度）は、合計13の特定補助金等を指定している。

ਤද������� ૯෭େਉとडऀ౻ࠤ

ຊํにجఆ͞Ε͍ͯͳ͍ࡦ͕ࢦ͠、事業ผ࡞͖ͮجఆ͞Ε͍ͯる事業ͦΕにࡦ͕ࢦը、事業ผܭ্Ӧྗܦ	�2＊
ͼٴ「ࢦに関する্Ӧྗܦる௨৴にؾి」、「ࢦに関する্Ӧྗܦる༗ઢテϨϏジϣϯ์ૹ業に」するɻ૯লͰ࡞͖ج
「地্์װجૹにるܦӦྗ্に関するࢦΛࡦఆ͓ͯ͠Γ、ܦӦྗ্にるऔのࢧԉにऔΓΜͰ͍るɻ

	 ɾܦӦྗܭ্ըࡦఆのखҾ͖：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kZoka/
	 ɾ事業ผࢦに͍ͭͯ：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kZoka/kihonhoushin.html
＊25	੫੍ાஔɾۚ༥ࢧԉ活用のखҾ͖：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kZoka/
＊2�	தখا業ٕज़ֵ৽੍：https://www.chusho.meti.go.jp/GaR/GaR/GaR07_sCir.htm
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地域*P5࣮ਪਐۀࣄでɺ地域の՝ղܾ地域ࡁܦのੑ׆Խをతにɺྛਫۀ࢈ɺ防災ͳͲを࢝めと͠たࠃ
ຽのੜ׆にۙͳに͓͚る*C5�*P5を׆用͠たޭϞσϧのԣల։ۀࣄにऔΓΉ地域に対ͯ͠ɺॳظඅ用ɾ
連ܞ体੍のߏஙに͔͔るܦඅにࡒతͳࢧԉを͍ͯͬߦるɻ����ʢฏ��ʣに��݅ɺ����
ʢฏ��ʣに��݅のۀࣄにิॿを࣮͠ࢪたɻʢ���ϖʔδࢀরʣ
͜͜でɺྛਫۀ࢈ɺ防災ٴͼࢠҭͯに͓͚る表తͳऔྫࣄをհするɻ

1　�農林水産業における取組事例：「「鯖、復活」養殖効率化プロジェクト」（平成29年度　福
井県小浜市）＊1

ҪݝখࢢでɺਓݮޱগがਐΉதɺ·ͪɾͻとɾ͠͝とのੜと॥のཱ֬にͭͳ͛るためにɺج൫࢈
にೝఆ࢈に͍ͭͯɺຊҨۀ࢈のҰͭで͋るਫۀ࢈װجのࢢɺ͑ߟԽするඞཁが͋るとڧをҭ͠ɺՔ͙ྗをۀ
͞Εたʮḉ֗ಓʯのىと͍͏ྺ࢙తഎܠをੜ͔͠ɺۙྡでྫのͳ͍ʮḉのཆ৩ʯのۀ࢈Խʢւ໘ڥσʔλと
ҭਪਐするʣにऔΓΉ͜とと͠ऀܧޙのϊϋの相ؔを໌Β͔にする͜とでɺཆ৩のޮԽをਤΓɺࢣړ
たɻ
ಋೖ͠たػɺ①*P5ηンαʔʢԭに࡞ΒΕたཆ৩͍͚すにηンαʔをઃஔ͠ɺਫԹɺԘٴͼࢎૉೱをఆظ
తにࣗ動ଌఆで͖るΑ͏に͠たシステムʣɺ②ḉཆ৩Ξϓリʢڅ㕒計画のӾཡɺڅ㕒ྔのهをɺखॻ͖͔Βσδλ
ϧԽ͠ɺ情報共有を༰қにで͖るΑ͏に͠たシステムʣの�ͭで͋るʢਤද�ʣɻ

ਤද� খࢢの֓ۀࣄཁ

ԕִݕ

ଌఆڥ

ૉࢎ

ਫԹ

Ԙ

クラウド
サーバー

ه㕒ྔをڅ

ʣهとࢪ㕒ʢ࣮څ

間ʹ�ճ計ଌɾ࣌�
αーόーૹ৴

λϒϨοトͰ
をه㕒څมԽɾڥ

֬ೝ

͜ΕΒのシステムのϢʔβʔのཆ৩ऀۀړɺ͍͚すຖのڅ㕒ྔをҎલΑΓదにίンτϩʔϧで͖るΑ͏に
ͳͬたɻཆ৩ۀでࢧग़の�ׂҎ্を㕒のίスτがめるためɺ㕒のࢭにͭͳがるڅ㕒のޮԽେ͖ͳՌで
͋るɻ

·たɺ͜͏͠たスϚʔτσόΠスをར用ͯ͠クϥυ্にอ管͠たڅ㕒هɺؔؒऀでの情報共有の΄͔ɺ
ਫԹのڥとڅ㕒ྔのσʔλの相ؔのੳに使ΘΕɺڅ㕒計画を࠷దԽするࢼΈߦΘΕ͍ͯるɻ
͜ΕΒのσʔλɺҪཱݝେֶ͔ΒӾཡՄと͠ɺҪཱݝେֶɺḉཆ৩の͞Βͳるٕज़։ൃϚχϡ
ΞϧԽをࢦす༧ఆと͍ͯ͠るɻ
·たɺ͍͚すのਫԹɺԘٴͼࢎૉೱのଌఆσʔλをΦʔϓンσʔλとͯ͠։示͠ɺ全ࠃのऀڀݚにΑるḉཆ
৩にؔするڀݚをଅਐする͜とと͍ͯ͠るɻ

ҬͰͷ*$5�*P5ͷ࣮ͷऔʙҬ*P5࣮ਪਐۀࣄʢิॿۚʣΛ׆༻ͯ͠ʙ

政策フォーカス

＊1	 ICT地域活性化事例	100選　「鯖、復活」養殖効率化プロジェクト：
	 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/local_support/ict/jirei/2017_053.html

*$5 ར׆༻ͷਪਐ 第 6節

第
4
章

I
C
T
政
策
の
動
向

令和元年版　情報通信白書　第�෦ 381



2　�防災における取組事例：「自治体防災情報管理システムのクラウド連携と運用に関する事
業」（2017年度（平成29年度）　熊本県・同県西原村・同県嘉島町）＊2

͜Εɺ����ʢฏ��ʣ�݄にɺେ地にΈ·ΘΕた۽ຊݝがɺॳのൃ災で͋ͬた͜とに͏災害
対応にඞཁͳϚχϡΞϧඋのෆపఈɺؔ連ࢿྉのೖखにؒ࣌をཁ͠たと͍͏ݧܦのল͔Βɺ災害対応工程管
理システムʢBOSSʣと避難所情報共有システムʢCOCOAʣを࣏ࣗ体防災情報管理システムʢ(ۭؒ防災システムʣ
とͯ͠ಋೖする͜とと͠たので͋るɻ
をλΠムϥΠンԽ͠ɺ৬һのύۀ��のओͳ࣌を౿·͑ͯ災害ൃੜݧܦຊ地の۽൛BOSSシステムɺݝຊ۽
ιίンでѲで͖るシステムを౦ژେֶと連ߏͯ͠ܞங͠たɻͦの݁Ռɺ֘システム্でɺ��の各ۀにؔ連
する地域防災計画のنఆϚχϡΞϧのࢀরを͜͏ߦとをՄと͍ͯ͠るʢਤද�ʣɻ

ਤද� ཁ֓ۀࣄのݝຊ۽

ɾ災害対策本部のਓһஔۀ
͕ैདྷۀྔの�ׂݮ

ɾ避難所ঢ়گの֬ೝ͕ैདྷۀ
ྔの�ׂݮ

ɾಓݝ৬һのリΤκンの
ௐۀྔの�ׂݮ

ɾҬ災計画のҡ࣋管理͕
ैདྷۀྔの�ׂݮՄ

ۀࣄମ災情報管理システムのΫϥυ連携とӡ༻ʹؔ͢Δ࣏ࣗ

ఏҊऀ ݝຊ۽

Ҭࢪ࣮ ଜݪՅౡொ、、ݝ本۽

ཁ֓ۀࣄ

ੴࢢר ݝ本۽ 他࣏ࣗମ

ମ災情報࣏ࣗ
管理システムΫϥυ

各࣏ࣗମのҬ災計画ɾ理空間情報ɾ災σーλ

ʪظޮՌʫ

本ۀࣄੴ͕ࢢרӡ༻͢Δ࣏ࣗମ災情報管理システム（G空間災システム）をΫϥυʹల
։͠、システムར༻のϊϋӡ༻のݟとซせͯ、本࣏ࣗମ͕ར༻͢Δ͜とをతと͢Δɻ
͜ΕʹΑΓG空間情報（理空間情報）とICTを׆༻͠たઌతな災工程管理をಋೖͯ͠、
৫部͓Αͼ災ྗڠ৫、連携࣏ࣗମの間ʹॎɾԣɾࣼめの連携をߏங͢Δɻ

ੴרϞσϧ
ੴר災情報管理

システム
#OSS

COCOA

ੴࢢרのݧܦϊϋ
౦ژେֶの理
ຽ間のઌٕज़

ᶃ災害対Ԡ工程
管理システム

#OSS

ᶄ避難所情報共有
システムCOCOA

など個別ICT
ᶅҬ災計画の

ΫϥυԽ

͜のΑ͏にɺクϥυで災害対応工程を管理するBOSSをಋೖする͜とでɺ災害対応全体のϚωδϝンτを͏ߦ
͜とがՄとͳるɻ·たɺ避難所情報共有システムCOCOAをಋೖする͜とでɺ避難所にؔするޮՌతͳ情報ऩ ɾू
管理ɾػஔを͜͏ߦとがՄとͳるʢਤද�ɺਤද�ʣɻ
たɻ͠ܞଜɾՅౡொと連ݪ体のதでɺ·ͣɺ࣏のࣗݝɺݝຊ۽
۩体తにɺݪଜとՅౡொでɺ災害対ࡦຊ෦でBOSSを׆用͠ɺͦΕͧΕの対応ঢ়گを֬ೝ͠ɺਐḿをѲす
るɻಉ༷にɺ͜ΕΒのொଜɺCOCOAを׆用ͯ͠ɺ避難所のঢ়گをೖྗするɻݝでɺクϥυで͜ΕΒのொଜ
の対応のਐḿঢ়گをBOSSの画໘でѲするɻͦͯ͠ɺͲの災害対応工程に対͠ͲのΑ͏ͳ応ԉをするの͔のܾ
ఆɺྫ͑リΤκンஔ応ԉۀと͍ͬたҙܾࢥఆのɺஅࡐྉとするɻ·たɺCOCOAを使ͬͯɺݝ͜ΕΒ
のொଜの避難所のঢ়گを֬ೝ͠ɺ避難ऀがଟ͍避難所に対ͯ͠応ԉ৬һを༏ઌతにஔするͳͲɺ৬һࢿの
ޮՌతͳஔを͜͏ߦとをՄと͍ͯ͠るɻ

＊2	 ICT地域活性化事例	100選　自治体防災情報管理システムのクラウド連携と運用に関する事業：
	 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/local_support/ict/jirei/2017_051.html
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ਤද� BOSSシステムの֓ཁ　ᶗ

ΫリοΫ͢Δと個別
ϑϩーをදࣔۀ

ΫリοΫ͢Δとۀ
詳細シートをදࣔ

ߟࢀ๏ํࢪ࣮ۀ
Ϛχϡアϧ、ΨΠυ

ϥΠンをදࣔ

Ҭ災計画の
֘Օ所をදࣔ

ᶃ災害対Ԡ工程のʮ͑ݟΔԽʯ ᶄۀ༰をਝʹѲ ᶅҬ災計画を؆୯ʹࢀর ᶆ࿙Εのな͍災害対Ԡ

ਤද� BOSSシステムの֓ཁ　ᶘ

①BOSS　災害対応の全体工程を管理 各工程の詳細 ②各工程で使用する個別システム群
避難所情報共有システム

COCOA
災害対策本部の

情報共有のためのLINE

復興計画作成
支援システム

トリアージシステム
TRACY

③地域防災計画と
　各工程の連動

避難所の情報共有のために
COCOAにリンク

地域防災計画と
各工程が相互リンク

クリックすると
各工程の詳細が表示

その他、避難所アセスメントシステムJASMIN、
ORANGE（ORganized Area Network Gear）、
罹災証明書の発行管理システムなど、G空間情
報とICTを連携させた個別システム

体࣏全体でɺ各ࣗݝொଜ全ͯにɺಋೖをਪਐ͍͖ͯ͠た͍と͍ͯ͠るɻͦΕにΑΓɺࢢのݝɺޙࠓɺݝຊ۽
の災害対応ঢ়گ避難所ঢ়گをҰݩతにѲする͜とがで͖るΑ͏にͳΓɺ災害対応のେ෯ͳਝԽがظ͞Εるɻ
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3　�子育てにおける取組事例：「保育施設AI入所選考事業」（2018年度（平成30年度）　香
川県高松市）

อҭࢪઃのೖ所બࣄߟɺਃऀのੈଳঢ়گにΑΓܾఆする༏ઌ͖ΐ͏͍ͩࣇೖ所のرύλʔンͳͲɺ
ෳࡶͳཁૉがհࡏするதでɺਝ͔ͭެਖ਼に͏ߦඞཁが͋るɻ
ͳがΒのྀ͠ߟをر情ࣄたがɺਃऀの༷ʑͳ͍ͯͬߦをߟでೖ所બۀ࡞でɺ͜Ε·でɺ৬һがखࢢদߴ
બߟෳࡶでɺۙɺਃ݅૿Ճ͍ͯ͠る͜と͔Βɺࣄॲ理にେͳؒ࣌をཁ͓ͯ͠Γɺ݁Ռɺਃऀの
݁Ռ௨が͘ͳるに͋る΄͔ɺۈ֎ؒ࣌の૿ՃにΑる৬һのෛ୲େ͖͘ͳ͍ͬͯるɻ
ͦ͜でɺೖ所બߟにA*を使ͬたシステムをಋೖする͜とでɺ࠷దͳೖ所બ݁ߟՌをඵでಋ͖ग़͠ɺࣄॲ理ظ
ؒをେ෯にॖする͜とをࢦす͜とと͠たʢਤද�ʣɻ

ਤද� ཁ֓ۀࣄのࢢদߴ

ਝԽ
దԽ࠷

ਃऀのσーλ

อཹ

AIをͬたબߟ

ೖ所͕ܾ·ͬたʂ
৬復ؼ·Ͱ、

े४උ͕Ͱ͖そ͏ʂ

อཹʹなͬたのͰ、
৬復ؼԆを
ਃ͠Α͏͔ɾɾ

A*ೖ所બߟ

　

ຊࢢでɺอҭࢪઃのೖ所ঢ়گをシステムで管理͍ͯ͠るがɺA*ೖ所બߟシステムطଘシステムにొͯ͠
͍るਃऀࠐのσʔλʢՈఉのঢ়گرઌのσʔλʣをΠンϓッτ͠ɺ༧めA*ೖ所બߟシステムにొ͓͍ͯ͠
たຊࢢのબߟϧʔϧ各อҭࢪઃのۭ͖ঢ়گをとにɺシステムがਃऀのرを࠷େݶຬたすબ݁ߟՌをಋ͖
ग़すɻ
ಋೖをͬߦた����ʢฏ��ʣɺฏͯ͠ߦ৬һࠓ·でͲ͓Γのۀ࡞を͍ߦɺ݁ՌをরΒ͠߹Θͤた
と͜Ζɺ������のޭをୡ͠たɻ����ʢྩݩʣҎ߱ɺؒ࣌ۀ࡞のܰݮに͏අ用対ޮՌがੜ·Ε
るࠐݟΈで͋るɻ

*$5 ར׆༻ͷਪਐ第 6節
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